
 

令和 2年度 財務定期監査（監査対象：文化スポーツ局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1) 収入に関する事務 

ア 誤って登録した調定データを削除し正しい決

算値とするべきもの 

財務会計システムに登録された調定に関する

収入未済兼過誤納一覧表（月 1回電子メールで

出力）の内容の確認を怠っていたため，収入済

みであるにもかかわらず，誤って二重に調定を

登録した調定データが削除されないまま残って

いた事例があった。 

 

科目- 
事業 

内容（科目
名・事業名） 

調定 
年度 

件
数 

調定 
金額 

収入 
未済額 

0453- 
03 

西区民センタ
ー使用料 
（行政財産目
的外使用料） 

令和 
元年 
度 

1 
115,840 

円 
115,840 

円 

（文化交流課） 

調定データの削除漏れについては，過年度の

収入未済調定は，過年度決算において確定額と

して公表されているものであり，その重要性に

鑑みると，誤って登録していたことが判明した

からと言って安直に削除すれば済むというもの

ではなく，当初の調定時や決算時において，調

査，確認等を慎重に行うべきであり，誤って登

録した調定については，遅くとも登録した年度

の出納閉鎖までに財務会計システムから削除

し，正しい決算値とするべきである。 

 

 

 

担当者の変更があり，引継ぎが十

分でなかったことから，調定の重複

及び調定状況の確認漏れが起こった

ことが原因であった。 

残存していた調定データの削除を

行うとともに，指摘を踏まえ，業務

状況の共有及び収納業務に係る事務

手引きの引継ぎを徹底するととも

に，所属として漏れのないよう，担

当者を決めて月締め時に「収入未済

兼過誤納一覧表」を課内で共有のう

え，正しい調定状況となっているか

確認を行うこととした。また，局全

体に本事例の周知を図った。 

 

 

 

措置済 

(2) 支出に関する事務 

ア 特定個人情報の番号確認書類を速やかに本人

へ返却又は廃棄するべきもの 

総務事務センター（以下「センター」とい

う。）は，センター集約対象の会計年度任用職

員（以下「会計年度任用職員」という。）とし

て初めて雇用する場合，個人番号（以下「マイ

ナンバー」という。）を収集するため，会計年

度任用職員に対し，マイナンバーの利用目的を

提示し，マイナンバーの番号確認書類，身元確

認書類を任用する所属へ持参するよう依頼して

 

マイナンバーカードの写しを総務

事務センターに提出した後において

も，年末調整事務の際に提出書類の

確認を求められるケースがあるた

め，暫時保管していたことが原因で

あった。 

指摘を踏まえ，該当のマイナンバ

ー関連書類については直ちに廃棄を

行った。 

今後，同様の事案が発生しないよ

 

措置済 
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令和 2年度 財務定期監査（監査対象：文化スポーツ局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容  措置状況 

いる。 

任用する所属では，事務取扱担当者（マイナ

ンバーを収集，管理を行う職員）がマイナンバ

ーの番号確認書類，身元確認書類によりマイナ

ンバーを確認した後，マイナンバーの番号確認

書類の写しをセンターへ提出するが，所属での

任用及び経費支出決裁に，センターに提出した

書類としてマイナンバーカードの写しを添付し

ていた事例があった。  （スポーツ企画課） 

特定個人情報はマイナンバーを含む個人情報

であるが，行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第 20条

により，特定個人情報の収集又は保管は制限さ

れている。 

源泉徴収事務に関するマイナンバー取扱いガ

イドライン（解説付）（平成 27年 10 月 5日 企

画調整局情報化推進部，行財政局職員部総務事

務センター）には，「各所属の事務取扱担当者

は，登録・記載済みのマイナンバー確認書類，

身元確認書類を速やかに本人へ返却するか，あ

るいは焼却，裁断，溶解等により廃棄する。」

とある。 

神戸市会計年度任用職員総務事務センター事

務集中マニュアル（令和 2 年 1月 行財政局総

務事務センター）には，マイナンバーの番号確

認書類について，「センターへ提出後は，番号

確認書類は職員へ返却するか，シュレッダー等

で廃棄処理してください。所属にマイナンバー

が確認できる書類を残さないでください。」と

ある。 

同マニュアルには，「番号確認書類を一時的

に所属で保管する場合は，鍵のかかる書庫に保

管するなど，厳正な管理に努めてください。」

とも記載されており，書類提出後にセンターか

ら年末調整事務のために確認を求められるケー

スがあることも踏まえ，暫時保管していたとの

ことであるが，この記載はセンターへ提出後，

速やかに会計年度任用職員へ返却する，もしく

うに，マイナンバーの取扱いについ

て事務取扱担当者に指導したほか，

局内にも周知を図った。 
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令和 2年度 財務定期監査（監査対象：文化スポーツ局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容  措置状況 

は廃棄処理するまでの間の取扱いについてのこ

とであり，マイナンバー収集の際に会計年度任

用職員に提示する「マイナンバー提供のお願い

（利用目的提示書）」に「マイナンバーに関す

る書類は所属には残りません。」との記載のと

おり，マイナンバーの番号確認書類は所属に残

すものではない。 

マイナンバーの番号確認書類は，センターへ

提出後，速やかに本人へ返却するか，あるいは

焼却，裁断，溶解等により廃棄するべきであ

る。 

 

(3) 契約に関する事務 

ア 協定書に基づき適正に手続きを行うべきもの 

神戸文化ホールの指定管理業務に係る神戸市

と指定管理者である神戸市民文化振興財団（以

下「財団」という。）との協定書第 12 条第 1項

では，指定管理者は業務の執行にあたり，当該

業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託

すること又は請け負わせること（以下「再委託

等」という。）について禁止しているものの，

事前に神戸市の承諾を受けた場合は，当該業務

の一部について再委託等をすることができると

し，また，同条第 2項で，再委託等をする場合

において，指定管理者は，第三者との間で締結

した契約書の写しその他神戸市が必要と認める

資料を神戸市に提出しなければならないとして

いる。 

令和 2年 4月 1日，神戸市は，案内・利用受

付・プレイガイド，舞台管理運営等 10業務に

ついて，再委託等の承諾を行ったが，指定管理

者が第三者との間で締結した契約書の写し等，

神戸市が必要と認める資料の提出を受けていな

い事例があった。      （文化交流課） 

協定書に基づき，契約書の写し等神戸市が必

要と認める資料の提出を受けるべきである。 

平成 30 年度財政援助団体等監査では，財団

を監査の対象団体とし，その報告を受け監査の

 

指定管理者から業務再委託先届出

書が提出された際に、市から当該業

務の再委託を承諾する通知を発出し

たが、従前より承諾していた再委託

先と同一である旨確認していたとは

いえ、後日提出させるべき契約書の

写し等の書類が未提出のままとなっ

ていたにもかかわらず、その提出の

督促が出来ていなかったため、受領

が漏れてしまっていた。 

指摘を踏まえ、届出時に必要書類

の提出を徹底させるため、当該指定

管理者に対しては再委託にかかる契

約書の写し等を適切に提出するよう

通知文の発出を行った。また、本業

務を確実に遂行するために、担当者

が変更となる際も漏れなく業務を引

継ぐよう担当者へ指導を行った。加

えて、市としても、すべての事務に

おいて正しく履行されるよう確認を

徹底するとともに、局全体に本事例

の周知を図った。 

 

 

措置済 
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令和 2年度 財務定期監査（監査対象：文化スポーツ局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容  措置状況 

結果に基づき講じた措置の通知では，「指定管

理者へ（略）業務の一部を第三者に委託又は請

け負わせる場合の契約書の写しその他資料の提

出については，今年度中に市へ申請を行う予定

としている。」としていたが，措置を講じられ

ていない。速やかに是正されたい。 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：福祉局・区役所（保険年金関連）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

〇 指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

ア 適正な契約をするべきもの 

令和2年度行方不明高齢者緊急保護事業に係る

委託契約において，委託料単価の積算根拠となる

介護報酬単価が令和元年 10 月 1 日に改定されて

いるにもかかわらず，改定前（平成 30年 4月 1日

時点）の介護報酬単価で委託料単価を積算してい

たため，誤った委託料単価により委託契約を締結

していた。 

当該介護報酬単価の改定以降，当該委託業務で

ある緊急保護の実績がなかったため，支給上の誤

りは生じていないが，緊急保護の実績があった場

合，誤った委託料を支給していた可能性がある。 

（介護保険課） 

 

令和 2 年 10 月 1 日付で正しい委託料単価によ

る変更契約を締結したとのことであるが，今後の

再発防止のため，委託契約締結にあたっては，介

護報酬単価の改定の有無等の確認を必ず行うよ

うにし，決裁に委託料単価の根拠となる直近の資

料を添付するよう改めるべきである。 

 

 

 

今後，決裁には必ず委託料単価の根

拠となる直近の資料を添付するととも

に，介護報酬単価の改定状況を確認す

ることを事務引継等の際に明記した。 

 

 

措置済 

 

(2) 財産の管理に関する事務 

ア 債権の管理を適正に行うべきもの 

神戸市の債権の管理に関する事務処理は，神戸

市債権の管理に関する条例で定められており，債

権を適正に管理するため必要な台帳を整備する

こと（第 5条）や，履行期限までに履行しない場

合は期限を指定して督促状を発して督促しなけ

ればならないこと（第 6条）が定められている。 

また，債権のうち時効が成立し消滅したもの

は，不納欠損処分を行い決算値に反映することが

必要とされている。 

強制徴収公債権，非強制徴収公債権は地方自治

法の規定により，消滅時効の期間は 5 年等で，時

効の援用は不要，私債権は民法の規定により，時

効の援用は必要であるが，時効期間満了後は，債

 

①については，会社倒産により不納

欠損を行った。 

また，破産，事業所閉鎖により回収が

できないことが明らかな債権について

は，時効の成立を待たずに決裁を行い，

不納欠損処理をすることをマニュアル

に明記した。    （介護保険課） 

 

②については，指摘を受けた全 16件

のうち，破産手続きの完了している3件

について債務者あてに債権放棄の通知

のうえ，不納欠損処分を行った。また，

既に分納にて受領中のものが 1 件あっ

た。 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：福祉局・区役所（保険年金関連）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

権の管理に関する条例の規定により債権放棄も

可能となっている。 

財務会計システムから出力される収入未済兼

過誤納一覧表には，収入未済調定が記載されてい

るが，次のとおり債権が適正に管理できていない

事例があった。 

 

 

 

 

聞き取りによると，上記の調定のこれまでの債

権管理の状態等は， 

①は，会社倒産により督促等を行うことができ

ない非強制徴収公債権で，破産手続きが完了し，

配当も終了しているが，不納欠損処理を行ってい

ない。 

②は，医療機関に対する給付費返還にかかる私

債権であるが， 

・債権管理台帳を作成しているが，詳細を記載

しておらず，督促も行っていない（13件） 

・破産手続きが完了し，配当も終了している

が，不納欠損処理を行っていない（3 件） 

とのことである。また，当該債権に関する債権管

理マニュアルを作成していない。 

③は，ひとり親家庭等医療費助成の返還にかか

る非強制徴収公債権で，管理台帳は作成している

が，督促を行っていない。 

（介護保険課，国保年金医療課，中央区保険年金医療課）

 

債権管理については，滞納の初期段階での対処

方法を構築するほか，見える化の台帳を作成し，

督促等の時効中断事由や納付交渉の記録をする

必要がある。そのうえで法的措置等も含めた回収

対策を実施するべきである。また，債務者や債権

の内容等の調査を尽くす必要があるが，それでも

不明なものは，債権の管理に関する条例の規定に

基づく債権放棄の手続を進め，不納欠損処分とす

ることができる。 

残り 12 件について，個別の状況を改

めて確認した結果，下表のとおり，今

後，必要な措置を実施していく予定で

ある。 

5 件 
破産手続き完了を確認 

（債権放棄予定） 

1 件 

不当請求の取扱いとしていた

が，再確認した結果，「不正請

求」であったことを確認。既

に時効成立を確認（債権放棄

予定） 

3 件 督促状を送付 

2 件 

代理人である行政書士より債

務者死亡，相続人無を把握（債

権放棄予定） 

1 件 

当該医療機関は他医療機関名

に変更されており，債務者行

方不明との情報あり。債務者

の現在の状況を調査中 

（国保年金医療課） 

 

③については，指摘を受けた 4 件の

うち，3 件については，令和 3年 1 月に

督促を行った。残りの 1件については，

対象者が生活保護受給中のため，生活

保護終了後に督促を行う予定である。 

（中央区保険年金医療課） 

 

 

 

 

 

今後の債権管理においては， 

・ 令和 3 年 4 月に管理マニュアルを整

備しており，債権回収の督促等の手

順を確実に運用していく。 

・滞納の初期段階での対処方法として，

収入未済兼過誤納一覧の毎月確認を

徹底し，対応を検討していくことと

する。 

・債権管理台帳を整備し，督促や納付交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：福祉局・区役所（保険年金関連）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

債権管理についての条例や債権管理本部の取

組などの認識不足は看過できない。今後の対応・

体制だけでなく，そもそもの原因から詰めていか

なければ，また同じことが起きる恐れがある。誰

が担当し，どこに原因があったか，誰が引継ぎを

しなかったか，原因をできる限り調べて今後に活

かし，債権の発生から回収までの具体的な手立て

を構築し，組織として実践するべきである。 

また，適正な債権管理を行っていくためにも，

債権管理マニュアルを早急に整備するべきであ

る。 

 

渉等，債権の状態を可視化させ，不納

欠損等の処理を適切に実施するよ

う，毎月確認を行うこととした。 

・未回収の債権については，上司が回収

の進行管理を行い，担当者は適切に

回収業務に取り組む。また，人事異動

の際には，債権管理台帳を使用しな

がら，未回収の残額等を明示し，取り

組み経過を丁寧に確実に引き継ぐこ

とを徹底する。 

 

局全体としても，債権管理について

の通知（関係区も含む。）を行う等，債

権管理の適正化に向けた新たな取り組

みを進めていく。 

（介護保険課，国保年金医療課，中央区

保険年金医療課） 

○ 意  見 

(1) 介護保険料の不納欠損に係る決裁処理につ

いて 

各区の介護保険料の不納欠損処理に係る決裁

を確認したところ，不納欠損予定と不納欠損確定

の決裁の取扱いが，次のとおり不統一となってい

る。 

 

 

 

 

業務所管課からの聞き取りによると，決裁の取

扱い等について，これまで明確に示していなかっ

たことから，このような不統一な取扱いが生じて

いるとのことである。 

不納欠損に係る決裁の取扱いを定めたうえで，

適切な決裁処理を行うよう各区に周知すること

を検討されたい。       （介護保険課） 

 

 

不納欠損予定となった時点で区長決

裁，確定の際に課長決裁，とする対応に

統一し，各区に周知した。また，マニュ

アルにも明記した。 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

〇 指 摘 事 項 

(1) 支出に関する事務 

ア 前渡金の管理を適正に行うべきもの 
前渡金について，次のような事例があった。 

(ア) 前渡金整理簿を作成しておらず，前渡金管理

者に前渡金精算報告書の決裁を受けていない事

例。               （総務課） 
 
 
 
 
 
(イ) 参加費や出張旅費として支出した前渡金に残

額が生じ戻入したが，戻入の手続きを精算後に

行っている事例。          （道路管理課） 
 
 
 
 
 
 
 
(ウ) 免許証交付手数料の前渡支出前に職員が立て

替え，その証拠書類をもって精算を行っている

事例。              （総務課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(エ) ＩＣカードのチャージ等にかかる前渡金の支

払精算書に誤った証拠書類が添えられた状態で

決裁されている事例。     （道路管理課） 

 

 

 

 

神戸市会計規則で定められた前渡

金の管理方法に関する認識が不足し

ていたため、前渡金整理簿及び前渡金

精算報告書が作成できていなかった。 

現在は、神戸市会計規則に則り、適

正に処理している。 

 

 

戻入前に事前に精算書を作成し、戻

入後に納入通知書兼領収証書を添付

し、精算書の決裁をおこなっていたた

めに精算書と領収書の日付に前後が

生じたものである。 

今後は、戻入後に領収証書等の証拠

書類を添付して支払精算書を作成し、

決裁を得るように周知徹底した。 

 

 

業務上、特殊車両の運転が必要な職

員の免許証交付手数料の支払いにお

いて、当該職員と支出担当者の間で十

分な調整が行えておらず、立て替え払

いとなっていたものである。また、こ

の事実を、前渡金精算の際にも発見す

ることができていなかった。 

今後は、同様の誤りが起きないよう

職員間の情報共有を密にし、適正な支

出方法で事務を執行するよう周知徹

底した。 

 

 

同時に複数のＩＣカードチャージ

の精算を行ったことにより証拠書類

が入れ替わり、生じたものである。 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

 
 
 
 
 
 
(オ) ＩＣカードのチャージ等にかかる前渡金を誤

って一般支払で支出したが，誤りを更正・補足

する手続きをせず，前渡金としての精算を行っ

ていない事例。        （道路管理課） 
 
 
 
 
(カ) ＩＣカードのチャージ等にあたり用務を行う

日以前に前渡金を通帳から出金したが，精算ま

での間，複数の職員による残高検算が行われて

いない事例。         （道路管理課） 
 
 
 
 
 
 
(キ) 駐車料金に使用するため支出した前渡金を有

料道路使用料に流用している事例。 
（中部建設事務所） 

前渡金については，神戸市会計規則によりその

精算に関し，前渡金管理者が前渡金整理簿を備え

て，受払を明らかにしなければならないこと（第

47 条），用務終了後 5 日(神戸市の休日を定める条

例第 2 条第 1 項に規定する本市の休日は，算入し

ない。)以内に支払精算書を作成し，直近の上司に

提出しなければならないこと（第 48 条第 1 項），

支払精算書には領収証書等の証拠書類を添えなけ

ればならないこと（第 49 条），支払精算書にもと

づき，当月分を一括して翌月の 10 日までに前渡金

精算報告書を作成し，精算状況を確認しなければ

今後は、支払精算報告書の確認にお

いては証拠書類の金額だけではなく、

日付や内容についても確認を怠らな

いよう周知徹底した。 

 

 

支出命令書作成時に誤った登録を

行ったために生じたものである。 

今後は、支払い決裁の段階で担当

者、決裁権者ともに前渡金で支払い処

理を行っているか確認を行うよう周

知徹底した。 

 

 

現金等管理マニュアルの認識不足

により、精算までの間、複数の職員に

よる残高検算が行われていなかった

ものである。 

前渡金を用務当日ではなく、やむな

く事前に出金して保管する場合は、現

金管理マニュアルに基づき、適正な事

務執行をするよう周知徹底した。 

 

 

前渡金については、現金取扱事務の

手引（公金編）に則り適正な事務処理

を行うべきところ、確認を怠ったため

適正な事務処理となっていなかった。 

今後は、ＥＴＣカードの利用を徹底

するとともに、現金が必要な場合は目

的に沿った前渡金を使用するよう周

知徹底した。 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

ならないこと（第 47 条第 4 項）が規定されており，

また，その保管に関しては，直ちに支払を要する

場合を除き確実な金融機関に預金しなければなら

ないこと（第 46 条）が規定されている。 
また，現金取扱事務の手引（公金編）により，「前

渡金は定められた用途にのみ使用し，他の目的に

一時的に流用して使用したりしないでください。」

と規定されており，現金等管理マニュアルにより，

現金を金庫で一時保管する場合には，複数の職員

で検算し，金額に間違いがないか確認することと

されている。 
前渡金の精算や保管等にあたっては規則等に則

って事務を行い，適正に前渡金を管理するべきで

ある。 
 

イ 概算払の事務を適正に行うべきもの 
概算払の事務について，精算登録を行っていな

い事例があった。 
 概算払については，地方公営企業法の財務規定

等を適用する事業の会計規則第 51条第 3項により

旅費以外は前渡金の精算の規定が準用され，用務

終了後 5 日以内に支払精算書を作成し，直近の上

司に提出しなければならないこと（地方公営企業

法の財務規定等を適用する事業の会計規則第 49条

第 1 項を準用）とされている。 
 規則に従い精算を行い，概算払の事務を適正に

行うべきである。 （西水環境センター管理課） 
 

平磯芝生広場における知的障害者

福祉就労促進事業において、概算払を

した後、不足金などが発生しなかった

ため、精算手続きが不要であると誤解

してしまったものである。 

今後は、地方公営企業法の財務規定

等を適用する事業の会計規則の規定

に基づき、旅費を除く概算払を行う場

合は、用務終了後５日以内に支払精算

を行い、精算の翌月の 10 日までに精

算報告するよう改善した。 

措置済 

ウ 附属機関の委員報酬を適正に支払うべきもの 
 附属機関の委員報酬の支払いにおいて，一部の

委員の委員報酬を委員の属する団体宛てに役務費

として支払っていた。 
 附属機関の委員は個人に対して委嘱する一身専

属的なものであることに加え，委員報酬は，国税

庁による所得税基本通達において「給与等」に区

分されていることから，本人以外への支払いや，

本人名義以外の口座への振込は認められないた

本件は、附属機関の委員報酬につい

て、本来、委員本人に対して支払うべ

き委員報酬を、委員の属する団体あて

に支払っていたものである。 

現在は、対象の委員について、委員

本人に対して支払いを行い、適正な事

務執行に改めている。 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

め，団体への支払いはできないものである。 
 委員本人に対して委員報酬を支払うべきであ

る。         （下水道部経営管理課） 
 

エ 発注を適正に行うべきもの 
 決裁を経ないままプリンタの修理が発注されて

おり，修理から約 3 週間後に発注書が作成される

まで当該発注にかかる事務処理が滞った状態とな

っていた。 
 発注を行うにあたっては組織としての意思決定

が必要であり，意思決定プロセスを経ない発注は

認められない。 
 発注の前に発注書の決裁をとるべきであり，適

正に発注にかかる事務処理を行うべきである。 
（道路管理課，中部建設事務所） 

 

決裁を経ないまま建設事務所の道

路管理システム用プリンタの修理が

発注された原因は、緊急対応時の発注

手順の理解不足から電話による発注

を行ったために起こったものである。 

再発防止に向けて、改めて緊急時の

発注事務処理手順（専決調達事務処理

マニュアル及び Q&A）を確認するよう

周知徹底を図った。 

措置済 

オ 遅滞なく報酬を支払うべきもの 
 令和 2 年 6 月に開催された事業者選定委員会の

委員報酬が，支払われないまま失念された状態と

なっていた。 
 報酬の支払いが滞ることのないよう，事業実施

課は委員会終了後，速やかに支出の依頼を行うと

ともに，支払担当課はチェックリストを作成する

などして支出状況を把握し，適正に事務を行うべ

きである。     （道路管理課，道路計画課） 
 

神戸市建設局自転車等駐車場事業

者選定委員会の委員報酬について、約

半年支払われないまま、失念された状

態になっていたものである。 

支払担当課である道路管理課では

開催決裁を確実に回議するように周

知し、支出担当課で支出状況が把握で

きるようにチェックリストを作成し

た。 

また、事業実施課である道路計画課

では、報酬支払が発生する委員会につ

いて管理表に確実に記載し、委員会終

了後は遅滞なく支払担当課へ支出依

頼することを周知徹底した。 

なお、委員報酬については令和２年

12 月 1 日に審査委員へ連絡のうえ、令

和３年２月 16日に支払いを行った。 

措置済 

(2) 支出に関する事務 

ア 次年度以降にわたる契約を適正に行うべきも

の 
令和元年 8 月 7 日に有効期間を令和 4 年 8 月定

 

長期継続契約でありながら、契約書

に解除条項に関する記載がなかった

ものである。 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

例検針日までとする都市ガスの供給を受ける契約

を締結しているが，当該契約には，「翌年度以降に

おいて歳入歳出予算の金額について減額又は削除

があった場合は，当該契約は解除する」旨の条項

（以下「解除条項」という。）の規定がなく，債務

負担行為の設定もされていなかった。 
地方自治法第 232 条の 3 では，「普通地方公共団

体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これ

を支出負担行為という。)は，法令又は予算の定め

るところに従い，これをしなければならない。」と

され，同法第 214 条により債務負担行為について，

「歳出予算の金額，継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるものを除くほか，普通地

方公共団体が債務を負担する行為をするには，予

算で債務負担行為として定めておかなければなら

ない。」と規定されている。 
また，同法第 234 条の 3 では長期継続契約につ

いて，「普通地方公共団体は，第 214 条の規定にか

かわらず，翌年度以降にわたり，電気，ガス若し

くは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受け

る契約又は不動産を借りる契約その他政令で定め

る契約を締結することができる。この場合におい

ては，各年度におけるこれらの経費の予算の範囲

内においてその給付を受けなければならない。」と

されている。そして，長期継続契約については，

地方自治法第 214 条に定める長の債務負担行為設

定義務を解除するにすぎないため，当該契約が各

年度の予算まで義務づけることになれば，債務負

担行為として予算措置が必要となるが，当該契約

中に解除条項のある場合は，各年度の予算までを

義務づけているとはいえないため，債務負担行為

として予算でこれを定める必要はないものとされ

る。 
上記契約は，ガスの供給を受ける契約であり長

期継続契約の対象となるため，解除条項を設けた

長期継続契約とするか，債務負担行為の設定をし

て，次年度以降にわたる契約を適正に行うべきで

ある。       （東水環境センター施設課） 

現契約について是正を図るため、解

除条項に該当する内容を記載した「ガ

ス需給に関する申合書」を締結した。 

今後、同様の契約を締結する場合

は、長期継続契約である旨、並びに解

除条項等を契約書に記載することを

仕様書に明記することとし、再発防止

に努めるよう周知徹底した。 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

  

 

 

イ 適正な契約形態で契約するべきもの 
契約形態を見直すべき次のような事例があっ

た。 
(ア) 長期継続契約として取り扱うことができない

ものを長期継続契約としていた事例。 
 下水道事業会計システムプリンター等機器の

賃貸借契約において，法定耐用年数を経過した

物品を再リースとして借り入れ，長期継続契約

で複数年契約していた。 
長期継続契約は，予算単年度主義の例外とし

て，債務負担行為を予算で定めることなく，翌

年度以降にわたり契約を締結することができる

ものであることから，長期継続契約として取り

扱うことができる契約及びその契約期間の基準

は「神戸市長期継続契約を締結することができ

る契約に関する条例」及び「神戸市長期継続契

約を締結することができる契約に関する要綱」

（以下「長期継続契約要綱」という。）において

詳細に定められている。長期継続契約要綱第 2
条第 1 項第 1 号により電子計算機，事務用機器

及び業務用機器を借り入れる契約は長期継続契

約として取り扱うことができるが，その契約期

間の基準については長期継続契約要綱第 4 条に

より，借り入れる物品の法定耐用年数の 120％を

上限とするものとされており，既にその上限の

年数を経過した物品については長期継続契約と

して取り扱うことができない。 
 当該契約については，単年度契約又は債務負

担行為を設定した上で複数年契約とするべきで

ある。             （総務課） 

 

 

 

プリンター等の再リース契約につ

いて、神戸市長期継続契約を締結する 

ことができる契約に関する要綱の条

文の理解が不十分だったこと等によ

り、長期継続契約として取り扱うこと

ができないことを認知せず、契約事務

の簡素化の観点から令和２年度より

長期継続契約を締結したものである。 

改善措置として、令和２年 10 月 22

日に変更契約を締結し、長期継続契 

約から単年度契約に変更した。 

 

 

 

措置済 

(イ) 実質的に分割できない一連の業務を分割して

契約していた事例。 
夜桜通り抜け夜間照明業務の契約において，

仕様書に実施日について「実施日時は，平成 31

夜桜通り抜け夜間照明契約におい

て、実施日が年度をまたぐ日程に決定

したため起こったものである。 

今後は、一連の業務として分割する

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

年 3 月下旬から平成 31 年 4 月上旬の 3 日間。午

後 6 時から午後 9 時までとする。なお，桜の見

ごろにあわせるため具体的実施日は，後日決定

する。」と記載して見積合わせを行い，最安価格

を提示した業者に対し，実施日が平成 31 年 3 月

と同年 4 月をまたぐ日程に決定した後に，すで

に提出を受けた見積書について平成 31年 3 月分

と同年 4 月分に分割した見積書を提出させ，年

度を分けて契約を行っていた。 
当該業務については，上記のとおり，仕様書

により 3 日間の業務とされており，年度を分け

た仕様とはなっておらず，見積合わせもその仕

様により行われているのであって，照明の設置

から撤去まで一連の業務を行う必要があるもの

のため委託先を分けて契約できるものではな

い。 
一連の業務として分割することができない仕

様の契約については，分割することなく一つの

契約として契約するべきであり，一連の業務が

年度をまたぐ可能性のある場合には，債務負担

行為を設定するべきである。 （王子動物園） 

ことなく契約を行い、年度をまたぐ可

能性のある場合には、予算編成時に債

務負担行為として定めるよう周知徹

底した。 

ウ 不用品売却に係る契約事務を適正に行うべき

もの 
 古紙類の売却にあたり契約書を作成しておら

ず，請書の提出も受けていなかった。 
 契約書又は請書の省略については，神戸市契約

規則第 23 条により，契約金額が 100 万円未満の契

約や契約締結後 30日以内に履行し得る契約をする

とき等の限定された場合に限られる。 
 契約書又は請書の提出を受け，適正に契約事務

を行うべきである。（中央水環境センター管理課， 
西水環境センター管理課・西神施設課） 

 

古紙類の売却において、物品買受契

約書又は請書が必要となるところ、一

部所属で、これを省略していたもので

ある。 

今後は、神戸市契約規則等の規定に

基づき、専決契約で不用品を売却する

場合、物品買受契約書の作成又は請書

を受領するよう周知徹底した。 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

エ 公金徴収事務委託の告示を行うべきもの 
 王子動物園動物科学資料館動物園ホールの使用

料の徴収事務の委託は，地方自治法施行令第 158
条第 2 項の規定によりその旨を告示し，かつ，当

該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表す

るべきところ，行っていなかった。 
地方自治法施行令に定める告示を行うべきであ

る。             （王子動物園） 

告示事務の引継ぎが不十分であっ

たため起こったものである。 

当該分については神戸市告示第 798

号（令和３年２月 25 日付）で告示を

行った。 

今後は、契約時にチェックを行い、

再発防止に努めるよう周知徹底した。 

措置済 

(3) 財産の管理に関する事務 

ア 債権の管理を適正に行うべきもの 

神戸市の債権の管理に関する事務処理は，神戸

市債権の管理に関する条例で定められており，債

権を適正に管理するため必要な台帳を整備するこ

と（第 5 条）や，履行期限までに履行しない場合

は期限を指定して督促状を発して督促しなければ

ならないこと（第 6条），督促状の納期限後に債務

者がその履行をする場合には延滞金を徴収するこ

と（第 7 条），履行期限後に債務者がその履行をす

る場合には遅延利息を徴収すること（第 8 条），神

戸市の債権のうち市税及び公課以外のものについ

て督促後相当の期間を経過しても履行されないと

きは強制執行等の措置をとらなければならないこ

と（第 10条）等が定められている。また，債権の

うち時効が成立し消滅したものは，不納欠損処分

を行い決算値に反映することが必要とされてい

る。 

 債権の管理について次のような事例があったの

で，適正に管理を行うべきである。 

 

(ア) 収入未済の状況を適宜確認し債権の管理を

行うべきもの 

財務会計システムから出力される収入未済兼

過誤納一覧表には，収入未済調定が記載されて

いるが，次のとおり債権が適正に管理できてい

ない事例があった。 
 

 

科目－ 

事業 

コード 

科目名 

事業名 

調定 

年度 

件数 調定金額 

収入未済額 

① 2406 一般土地貸地 不明 不明 1,283,551 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③について、債務者や債権の内

容等の調査を尽くし債権回収を進め

るとともに、それでも不明なものにつ

いては、不納欠損処分を含めた検討を

行うなど適正な事務処理を行う。 

一方、④～⑥は、平成 23・24 年度

に誤って作成した調定が、取り消し処

理を行わないまま収入未済の債権と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③ 

措置方針 

 

 

 

④～⑥ 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

-10 料 

湊川公園ビル 

 

※平成 3年

3月30日に

繰越調定 

1,283,551 円 

② 2406 

-10 

一般土地貸地

料 

湊川公園ビル 

平成 3～15

年度 

平成 22～

24 年度 

70 件 2,387,918 円 

2,387,918 円 

③ 4038 

-14 

建設局雑入 

雇用保険料等 

（公園） 

不明 

※平成 3年

3月30日に

繰越調定 

不明 98,000 円 

98,000 円 

（公園部管理課） 
 

 

科目－ 

事業 

コード 

科目名 

事業名 

調定 

年度 

件数 調定金額 

収入未済額 

④ 9041 歳計外 

領置金 

平成 24 年

度 

1 件 1,110,000 円 

1,110,000 円 

⑤ 9021 歳計外 

健康保険料 

平成 25 年

度 

1 件 16,053 円 

16,053 円 

⑥ 9023 歳計外 

厚生年金保険

料 

平成 25 年

度 

1 件 23,571 円 

23,571 円 

（北建設事務所） 

上記①及び③については現在の財務会計シス

テム導入時に以前の収入未済債権をまとめて入

力したものと思われるが，当時の記録がなく債

権者名や個々の調定額・収入未済額等が不明と

なっており，上記②については債権者名や個々

の調定額・収入未済額は把握しているものの債

権者が居所不明の状態となっているものであ

る。 

これらの債権は私債権に分類されるものであ

り，私債権は民法の規定により時効の援用が必

要とされるが，時効期間満了後は，神戸市債権

の管理に関する条例の規定により債権放棄も可

能とされる。債務者や債権の内容等の調査を尽

くす必要があるが，それでも不明なものについ

ては，神戸市債権の管理に関する条例の規定に

基づく債権放棄の手続を進め，不納欠損処分す

るべきである。 

上記④⑤⑥については，実査後に当時の担当

者や関係所属への聴取等の調査を行い，二重調

定の可能性が高いと判明したということであ

る。                              

収納済みにもかかわらず調定の残っているも

のについては内容の再確認，原因の解決を図る

べきである。 

過年度の収入未済調定は，過年度決算におい

して残っていたものであるが、３件と

も年度内に収入済みで完了している

事業である。 

今後は、調定の作成作業を慎重に行

うとともに、収入未済のものについて

は調査・確認等を行い、適正な債権管

理を行うよう改めた。 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

て確定額として公表されているものであり，そ

の重要性に鑑みると，誤って登録していたこと

が判明したからと言って安直に削除すれば済む

というものではなく，当初の調定時や決算時に

おいて，調査，確認等を慎重に行うべきであり，

誤って登録した調定については，遅くとも登録

した年度の出納閉鎖までに財務会計システムか

ら削除し，正しい決算値とするべきである。 

 

さらに，債権管理については，滞納の初期段

階での対処方法を構築するほか，台帳を作成し，

督促等の時効中断事由や納付交渉の記録をする

必要がある。また，債務者や債権の内容等の調

査を尽くす必要があるが，それでも不明なもの

は，神戸市債権の管理に関する条例の規定に基

づく債権放棄の手続を進め，不納欠損処分する

べきである。 

今後の対応・体制だけでなく，そもそもの原

因から詰めていかなければ，また同じことが起

きる恐れがある。誰が担当し，どこに原因があ

ったか，誰が引継ぎをしなかったか，原因をで

きる限り調べて今後に活かし，債権の発生から

回収までの手立てを構築し，組織として実践す

るべきである。 

 

(イ) 滞納整理の手続きを適正に行うべきもの 

平成 25 年 6 月 12 日に実施した道路上の不法

占拠物件除去の行政代執行に要した費用につい

て，次のとおり令和 2年 4 月 1日付けで消滅時

効の完成による不納欠損処分を行っていた。 

<経過>     

平成 25 年 

 

 

26 年 

 

28 年 

 

30 年 

31 年 

令和 2 年 

 

6 月 

7 月 

 

7 月 

 

1 月 

10 月 

2 月 

2 月 

2 月 

4 月 

12 日 

3 日 

 

11 日 

 

26 日 

18 日 

16 日 

15 日 

28 日 

1 日 

 行政代執行の実施 

納付書発行 

（納期限：平成 26 年 3 月 31 日） 

督促 

（納期限：平成 27 年 3 月 31 日） 

催告 

催告 

催告 

催告 

催告 

不納欠損 

（不納欠損処分決議書起案： 

道路上の不法占拠物件除去の代執

行に要した費用について滞納があっ

た事案に対し、督促を行ってはいる

が、その方法に不備等があったもので

ある。 

また、最終的に不能欠損処理をして

いるが、その際に十分な財務調査を行

っていなかった。 

今後は、債権管理を適正に行うべく

適切な事務処理が行えるよう、必要な

研修を受けさせるなど、周知徹底し

た。 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

令和 2年 9月 1日） 

国税徴収法第 47 条により，差押の要件として

督促状を発した日から起算して10日を経過した

日までに完納しないときは財産を差し押さえな

ければならないとされるが，当該債権について

督促のため滞納者に送付された文書では，滞納

処分をすることとなる日付とは異なる日付を納

期限とし，「平成 25 年 6月 12 日に実施した道路

不法占用物件の除去に要した費用について平成

25 年 7 月 3 日に納付するよう命じたにもかかわ

らず，いまだ納入がなされていないため再度下

記のとおり納付するよう命ずる」と記載される

のみで，督促は不服申立てができる処分にあた

るが当該文書には不服申立ての教示の記載もな

く，「督促」であることが明確でない文書となっ

ていた。神戸市では，督促状を発した日から起

算して10日を経過したからといって直ちに差押

えするのではなく，催告書を送付したり訪問し

たりして，できるだけ早い納付を促していると

ころではあるが，督促は滞納処分の前提となる

処分であり，督促を行う場合は，納入されなけ

れば滞納処分を行うこととなる「督促」である

ことがわかるように滞納者に通知するべきであ

る。また，本件債権の納期限は平成 26年 3月 31

日であるが，督促のため文書が送付されたのは

納期限から3月以上が経過した平成26年 7月 11

日であった。 督促制度の趣旨からして，督促状

は納入期限後ただちに送付するべきである。 

督促状の送付は，消滅時効の起算点に影響を

及ぼすものであり，適正に手続きを行うべきで

ある。 

 なお，当該事案では強制執行の前提となる財

産調査を行うことなく，不納欠損としていた。

必要とされる財産調査の程度は，債権額や調査

に要する費用の多寡等によるものの，財産調査

がなされていないことにより債権管理が適正に

なされていないとの疑いを招くことのないよ

う，滞納整理の手続きを適正に行うべきである。 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

（西建設事務所） 

 

(ウ) 請求漏れを防ぐ対策を講じるべきもの 

 令和 2年 8月に土地の賃貸借にかかる契約（当

初契約期間：平成 17 年 9月 1 日から令和 2年 8

月 31 日）について，令和 17年 8月 31 日まで契

約期間を延長する変更契約公正証書を作成した

が，請求月数を確認しないまま調定を行ったた

め，令和 2年 9月分の賃貸料の賃借人への請求

が漏れ，徴収できていない状態となっていた。 

 債権の徴収漏れが発生することがないよう

に，神戸市債権の管理に関する条例に従い債権

管理に関する事務の状況を的確に把握するとと

もに，債権を適正に管理するための体制を整備

するべきである。      （公園部整備課） 

 

土地の賃貸借にかかる契約期間を

延長するにあたり、１か月分の請求が

漏れてしまったものである。 

発覚後、早急に漏れた１か月分の請

求を行うとともに、適切な執行管理の

ために台帳作成を行い、適正な歳入調

定事務となるよう改めた。 

措置済 

イ 金庫を適正に管理するべきもの 

金庫及び郵便切手類を保管するキャビネット等

の管理について，次のような事例があった。 

(ア) 鍵が施錠されていない机等で保管されてい

る事例。     （道路管理課，道路計画課） 

 

 

(イ) 毎日，退庁時に施錠しているものの，日中は

鍵がかかっていない事例。 

（下水道部経営管理課） 

 現金取扱事務の手引（公金編）では，金庫に関

しては以下の点等に注意するよう定められてい

る。 

・必要な時以外はダイヤルとロックの二重施錠を

してください。 

・鍵の管理は，課長・係長等が行うなど責任者及

び取扱者を特定し，勤務時間外は鍵を持ち帰る

など厳重に管理してください。 

また，現金等管理マニュアルにおいても，「現金

等の管理においては，勤務時間内外を問わず 1 人

で預金通帳から現金を引き出したり，保管現金や

郵便切手類等を取り出すことができないしくみが

必要です。」とされている。 

 

 

 

現在、鍵は、施錠できる机またはロ

ッカーで保管するよう改めている。 

 

 

当該所属の金庫では、部内の有価証

券等を保管しており、日中は金庫の使

用頻度が高いため、金庫を開ける際に

管理係の職員に声掛けをすることで、

必要時以外も開錠していた。 

現在は、必要時以外は常時施錠し、

金庫の鍵は適正に管理している。 

 

 

 

措置済 

 

 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

 金庫を適正に管理するべきである。 

 

ウ 保管現金・郵便切手類を適正に管理するべき

もの 

(ア) 保管現金を適正に管理するべきもの 

金庫内の現金について，次のような事例があ

った。 

Ａ 存在が失念されているものや，どのような

来歴のものかをすぐに説明できないものがあ

り，管理状況が把握できていない事例。 

（道路管理課，道路工務課） 

Ｂ 前渡支出した常時保管現金の日々の点検を

行っていない事例。   

（防災課，東水環境センター管理課， 

西水環境センター管理課， 

中部建設事務所，西部建設事務所） 

Ｃ 交際費を金庫内に保管しているが，毎日の

始業時・終業時に残高検算を行っていない事

例。   （王子動物園，中部建設事務所， 

西建設事務所） 

 現金取扱事務の手引（公金編）では，金庫等

に関して「毎朝保管現金に異常がないか確認す

るとともに，随時，保管金品を点検してくださ

い。」「収納現金，つり銭資金，前渡金等を混同

しないようにしてください。」等や，前渡金の支

払いにあたって「日々支払の事務を経常的に行

っているような職場では，支払状況表のほかに

支払日報等を作成し，日ごとの支払状況を明確

にするとともに，残高のチェックを行ってくだ

さい。」等の留意点が定められている。 

金庫内に保管される現金等についてはその内

容等についてすべて把握し，金庫内に来歴の不

明なものが長期間放置された状態とならないよ

うにするとともに，日々の点検を行い，適正に

管理するべきである。 

特に，上記Ｃについては平成 29 年度財務定期

監査の意見でも挙げた事項であり，中部建設事

務所からは措置状況について，「現金の管理方法

 

 

現金取扱事務の手引（公金編）に関

する認識が不足していたため、複数の

所属において金庫内の保管現金を適

正に管理できていなかったものであ

る。 

事例としては、来歴がすぐに分から

ない現金を保管していたもの、前渡支

出した常時保管現金の日常点検を行

えていないもの、交際費を毎日の始

業・終業時に残高検算を行えていない

ものなどがあった。 

特に、交際費の金庫内保管について

は、中部建設事務所に対して、平成 29

年度財務定期監査で指摘のあった事

項であったため、交際費を適正に管理

すべく、当時の措置状況報告のとお

り、封筒に現金を入れ封緘のうえ適正

に管理を行っていた。 

しかしながら、平成 31 年度、担当

者間で管理方法の共有がなされず、現

在の状況に至ったものである。 

今後は、前渡金口座に入金し、適正

に管理することとした。 

また、その他の項目に関しても、現

金取扱事務の手引（公金編）に則り、

適正な事務処理を行うよう周知徹底

した。 

 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

についての整理を行い，所属の前渡金口座に入

金し管理する，封筒に現金を入れ封緘のうえ管

理する等，管理水準を満たした方法を導入し，

現在は適切に管理している。」として措置済の通

知がされているものであり，継続して適正な管

理を行うための方策を講じるべきである。 

 

 

 

(イ) 郵便切手類取扱い時のチェックを適正に行

うべきもの 

郵便切手類（郵便切手，タクシーチケット，

ＩＣカード，ＥＴＣカード，神戸市バスカード，

Ｕラインカード，駐車券，駐車場パスカード，

有料道路通行券等）の取扱いについて，次のよ

うな事例があった。 

 Ａ 物品管理簿が作成されていない事例。 

（防災課，道路計画課， 

下水道部経営管理課， 

公園部森林整備事務所，王子動物園， 

東水環境センター管理課， 

中央水環境センター管理課・施設課， 

西水環境センター管理課， 

中部建設事務所，西部建設事務所， 

北建設事務所，垂水建設事務所， 

西建設事務所） 

 Ｂ 物品管理簿に受領又は交付の記録が記載さ

れておらず，物品管理者が使用状況の報告を

受けていない事例。     （道路管理課） 

 Ｃ 受領又は交付の都度，物品管理者が物品管

理簿の記載内容を確認のうえ押印していない

事例。 

  （総務課，防災課，道路計画課，道路工務課， 

公園部森林整備事務所， 

西水環境センター管理課， 

北建設事務所，西建設事務所） 

 Ｄ 使用簿を作成していない事例。 

（防災課，道路管理課， 

本件は、神戸市物品会計規則及び現

金取扱事務の手引（公金編）に関する

認識が不足していたため、複数の所属

において郵便切手類の適正な取り扱

いができていなかったもので、郵便切

手類の管理に必要な物品管理簿や使

用簿の作成及び確認が適正になされ

ていなかった。 

特に、建設局では業務の性質上、公

用車を数多く所有しており、その利用

頻度も高いことから、今回指摘のあっ

たＥＴＣカードの管理面については、

適切な管理体制を整えるよう周知徹

底した。 

また、その他の郵便切手類について

も、神戸市物品会計規則、現金取扱事

務の手引（公金編）及び現金等管理マ

ニュアル等に則り、適正に管理を行う

よう周知徹底した。 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

下水道部経営管理課， 

東水環境センター管理課， 

西水環境センター西神施設課， 

西建設事務所） 

 Ｅ 使用簿を独自の様式で作成しているが，必

要な項目が満たされておらず，受領日の把握

や使用者の受領印を徴することができていな

い事例。         （道路計画課） 

 Ｆ 使用簿は作成しているが，使用日毎に使用

状況の確認や旅行命令を行っていない事例。 

（道路管理課，公園部森林整備事務所， 

中部建設事務所，西部建設事務所， 

北建設事務所，垂水建設事務所， 

西建設事務所） 

 Ｇ 一度に多数まとめて交付したり渡しきりに

したりしており，必要の都度の交付ができて

いない事例。 

（道路管理課，中部建設事務所， 

北建設事務所） 

郵便切手類については，神戸市物品会計規則

第 8 条に，「物品管理者は，物品の受領又は交付

の都度，物品管理員をして物品管理簿に記載さ

せなければならない」と規定されており，神戸

市物品会計規則事務取扱要綱「第 2管理」2 によ

り，「材料品及び郵便切手類については，物品管

理者は，交付後の使用状況について使用職員か

ら報告書を提出させるなど効率的な使用を図ら

なければならない。」とされている。 

また，現金取扱事務の手引き（公金編）では，

「有価証券を保有する場合は，必ず管理簿を作

成し，受払の都度，正確に記録してください。

また，払出の際には必ず受領印（又はサイン）

をもらってください。特にプリペイドカードを

使用する場合は，管理簿の補助簿として，プリ

ペイドカード 1枚ごとにプリペイドカード使用

簿を作成し，払出し・返納の都度，正確に記録

してください。」「交付は必要の都度行うことと

し，1か月分の使用量相当をまとめて渡したり，
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指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

回数券等を 1 冊単位で渡すことは慎んでくださ

い。」とされている。 

そして，郵便切手類のうちＥＴＣカードの取

扱いについては，「ＥＴＣカードの取扱いについ

て（通知）」（平成 17 年 9月 12 日会会第 167 号

行行第 57 号）により，カードを受け入れた時点

で「ＥＴＣカード管理簿」を作成し，カード番

号を記入（使用者あるいは使用車を特定する場

合は，あわせて記入）のうえ，物品管理者の決

裁を受けることや，使用後の事務手続きとして，

使用者は「ＥＴＣカード使用簿」に使用日及び

使用区間を記入し，認印を押印のうえ，運転日

報とともに事務担当者へ提出すること等が通知

されている。また，ＩＣカードの取扱いについ

ては，「出張におけるＩＣカードの使用について

（通知）」（平成 29年 12月 18 日行職組第 147 号）

により，その保管方法や使用手順に関して次の

とおり通知されている。 

＜ＩＣカードの取扱いについて＞ 

2.保管方法 

(1) カードを受け入れた時点で，「ＩＣカード管

理簿（様式 1）（以下「管理簿」という。）」を作

成し，調達年月日および整理番号を記入のう

え，物品管理者の決裁を得ること。 

(2) カードを使用しないときは，物品管理者が定

めた金庫等施錠可能な場所で保管すること。 

3.使用手順 

(1) カードへの入金に係る費用は，資金前渡によ

り支出し，入金後は領収書を添付して精算を行

うこと。またカードの入金残高については，使

用の都度確認を行い，出張時に金額が不足しな

いよう適宜入金を行うこと。 

(2) 使用者は「ＩＣカード使用簿兼近距離旅行命

令書（様式 2）（以下「使用簿」という。）」に，

使用日および使用区間等を記入し，認印を押印

のうえ，事務担当者に提出すること。 

(3) 使用者は，原則として使用日毎に，自動券売

機等で印字することができる利用明細等によ

り使用状況を確認し，使用簿の「出力履歴確認」

に押印すること。また，使用後はカードを物品

の保管者（物品管理員または特定の職員）に確

実に返却すること。 

物品管理簿及び使用簿を作成して使用状況を

把握し，事故の未然防止のため適正にチェック
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指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

等を行うべきである。 

 

(ウ) 定期的なチェックを適正に行うべきもの 

 保管現金・郵便切手類・親睦会費について，

残額，残数等の定期的なチェックが行われてい

なかった。 

現金等管理マニュアルでは，「所属長は，少な

くとも毎年度 3回（前年度からの引継状況の確

認を行う年度始め【4 月】，自主監査実施時【7

～8 月】，従前の自主監査実施時期である年末【12

月】），保管現金の残額・預金通帳の残高を確認

し，不適切な収入・支出（現金取引以外の口座

振込等によるものを含む。）がないかどうか自ら

チェックすること。また，郵便切手類の残数（プ

リペイドカードについては，カードごとの残額

も）と郵便切手類管理簿上の残数（プリペイド

カードについては，プリペイドカード使用簿兼

近距離旅行命令書の残高も）が一致しているか

どうかを実際に数えてチェックすること。」「所

属長の直近上位の上司が，少なくとも年 1 回，

自主監査実施時に合わせて，自ら保管現金・郵

便切手類・親睦会費についての上記チェックを

行い，仕組みどおり適正に処理されているか検

証すること。」とされている。 

 事故の未然防止のため定期的なチェックを適

正に行うべきである。 

（総務課，防災課，道路管理課， 

道路工務課，下水道部経営管理課， 

公園部計画課，森林整備事務所， 

王子動物園， 

東水環境センター管理課・施設課， 

中央水環境センター管理課・施設課， 

中部建設事務所，西部建設事務所， 

北建設事務所，西建設事務所） 

 

現金等管理マニュアルに関する認

識が不足していたため、複数の所属に

おいて、保管現金・郵便切手類・親睦

会費について残額・残数等の定期的な

確認ができていなかったものである。 

これらの定期的な確認は事故の未

然防止のために必要不可欠なもので

あるため、今後は、現金等管理マニュ

アルに関する理解を深め、適正に管理

を行うよう周知徹底した。 

措置済 

(エ) 親睦会費を適正に管理するべきもの 

親睦会費について，次のような事例があった。 

現金等管理マニュアルに沿って親

睦会費が適正に管理できていなかっ

措置済 
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指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

Ａ 出金した現金を金庫ではなく，担当者個人

で保管している事例。 

（東水環境センター管理課・施設課） 

Ｂ 受払簿の作成等のないまま現金が保管され

ており，現在高が把握されていない事例。 

（東水環境センター管理課・施設課， 

西部建設事務所） 

現金等管理マニュアルでは，「通帳及び現金

は，金庫又は施錠可能な保管庫等で保管するこ

と。」とされている。また，親睦会費については

上記(ウ)のとおり定期的なチェックを適正に行

うべきものであり，定期点検のときだけではな

く，現金の出入りを領収書等の証拠書類により

確認して把握し，その現在高を明らかにしてお

く必要がある。 

親睦会費は本来私金であるが，実質的に職務

として取り扱われているものもあることから，

事故の未然防止のため適正に管理するべきであ

る。 

 

たものである。 

東水環境センターでは、これまで事

故防止に努めるとともに、親睦会の運

営に対し工夫を行ってきたが、より適

正な運用を行うため、当センターにお

いては当該親睦会口座の廃止を前提

に、親睦会を改廃することとした。 

また、西部建設事務所では所属単位

での親睦会等とは別に、有志による親

睦会口座があったが、利用目的等が限

定されていることや現金についても

施錠された金庫で保管していること

から親睦会費として管理する認識が

希薄であったため適正に管理できて

いなかった。 

今後は、現金等管理マニュアルに則

り、出納簿を作成し、定期点検を実施

することで、所属単位の親睦会等と同

様に管理するよう改めた。 

エ 領収証書を適正に取り扱うべきもの 

領収証書の取扱いについて，次のような取扱い

をしていた。 

(ア) 受払記録簿に冊数単位で払出しの記載をす

るべきところ枚数単位で払出しをするなど，未

使用領収証書つづりの払出しが適正に行われて

いない。 

(イ) 一連番号の順に使用されておらず，番号をと

ばしてしまったものを書損扱いとして処理して

いない。 

(ウ) 複写式の領収証書の記入時に両面カーボン

を使用していない。 

(エ) 領収証書に交付日付が記載されておらず，出

納員により使用後の点検が行われていない。 

(オ) 領収証書使用簿の作成がないまま，原符が切

り離されて使用・保管されている。 

領収証書（つづり）の取扱いについては現金取

扱事務の手引き（公金編）により，未使用領収証

領収証書の基本的な取り扱いにつ

いて、理解不足から、受払記録簿、領

収証書への記載内容や使用・保管方法

が適切に行われず、また、点検が形骸

化していたことから起こったもので

ある。 

今後は、同様の間違いが生じないよ

うに領収証書使用簿に現金取扱事務

の手引（公金編）を綴り込み、いつで

も確認できるようにするとともに、改

めて事務処理手順の周知を図った。 
また、指摘事項について、記載内容

等を訂正するなど事務処理の適正化

を図った。 

措置済 
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書つづりの払出しの際には受払記録簿に正確に記

入し，受領印及び物品管理者の確認印を得ること，

領収証書の発行の際には領収証書に付された一連

番号の順に使用し番号をとばしてしまった場合に

は書損扱いとして処理すること，複写式の領収証

書には両面カーボンを使用して記入すること，一

日の業務終了後に出納員等による日計表又は調定

決議書の決議にあたり原符に点検印を押印するこ

と，原符は原則として切り離さず使用・保管する

こと，事務の都合上切り離す場合は，受払簿とは

別に領収証書使用簿を作成する等の事項を厳守す

ること等が定められている。 

領収証書の使用・保管にあたり必要な事務処理

を再確認し，適正な取扱いをするべきである。 

（道路管理課） 

 

オ 印影等を印刷した文書を適正に管理するべき

もの 

印影等の印刷をした次の文書について，施錠で

きる場所に保管・管理しているものの管理簿を作

成していなかった。また，毎年 1 回の総務・文書

改革担当課長への出納状況の報告の際は，在庫数

に基づき 100 枚単位で四捨五入した枚数を報告し

ていた。 

承認 

番号 
承認日 文書名 

85 令和 2年 12 月 1日 道路占用許可証（更新） 

189 令和 2年 3月 18 日 はり紙・はり札・立看板除却協定

団体の証 

10 令和 2年 4月 24 日 納入通知書（連続帳票・単票） 

48 令和 2年 7月 31 日 納入通知書 

48 令和元年 6月 14 日 街灯助成金交付等決定通知書 

30 令和 2年 6月 11 日 督促状 

神戸市公印規則第 8条により，「一時，大量に公

印の押印を必要とする文書その他の市長が必要が

あると認める文書は，公印の押印に代えて，その

印影又はこれを伸縮したもの(以下「印影等」とい

う。)を印刷することができる。」とされるが，そ

の際には，神戸市公印取扱規程第 5 条に定められ

た手続きをとる必要がある。そして，同規程第 5

条第 3項により，「主管課の長は，印影等を印刷し

印影印刷文書の出納状況を記した

管理簿が作成されていなかった原因

は、印影印刷文書を施錠保管し必要枚

数のみを使用すればよいとの誤った

認識のもと、管理簿が必要であるとの

認識がなかったためである。 

現在は、管理簿を作成し、出納状況

を記載するなど適正に保管・管理を行

っている。 

措置済 
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た文書の保管を厳正に行うとともに，常にその出

納状況を明らかにし，毎年 1 回総務・文書改革担

当課長に報告しなければならない。」とされる。 

管理簿を作成するなど常にその出納状況を明ら

かにし，厳正に保管するべきであり，総務・文書

改革担当課長に報告する際には，管理簿等に基づ

く正確な数値で報告するべきである。 

（道路管理課） 

 

 

カ 情報セキュリティ対策を適正に行うべきもの 

(ア) ソフトウェア資産の管理を適正に行うべき

もの 

Ａ 神戸市の構築するシステムの統制を受ける

べきもの 

ソフトウェア及びパソコン等のソフトウェア

資産について，次のような事例があった。 

(A) ハードウェア台帳に登録のないパソコン

やタブレットが設置されている事例。 

（公園部森林整備事務所，王子動物園， 

中央水環境センター施設課） 

(B) パソコンの返却・廃止後に情報基盤管理者

に報告しておらず，台帳と現状に齟齬が生じ

ている事例。 

 （総務課，中央水環境センター施設課） 

(C) 組織改正によるソフトウェア資産の移管

手続きが漏れている事例。 

（総務課，駅前魅力創造課） 

(D) 使用期限到来により廃止したソフトウェ

アの廃棄申請手続きができていない事例。 

（西部建設事務所） 

(E) ソフトウェアのインストール申請，アンイ

ンストール申請の手続きが漏れている事例。 

（王子動物園，中部建設事務所， 

西建設事務所） 

(F) 保有ライセンス台帳の現在保有する部材

の登録と実際のソフトウェアに関連する部

材に齟齬がある事例。 

（３）－カ－（ア）及び（イ） 

ソフトウェア資産管理基準と電子

記録媒体等の管理方法に関する認識

が不足していたため、複数の所属にお

いてソフトウェア資産及び電子記録

媒体の適正な管理が行えていなかっ

たものである。 

事例としては、ハードウェアやライ

センス、電子記録媒体に関する台帳の

内容が更新されていないことにより

現状との齟齬が生じているもの、管理

番号ラベルを用いた管理ができてい

ないもの、ソフトウェア部材や電子記

録媒体が施錠保管できていないもの、

ソフトウェア資産の棚卸が不十分で

あるもの、電子記録媒体の使用状況が

正確に記録できていないもの等があ

った。 

これらの不備は情報の紛失、漏洩等

に繋がりかねないものであるため、今

後は、正しい管理方法について理解を

深め、適正に管理を行うよう周知徹底

した。 

なお、カ（ア）Ａ（Ｅ）における西

建設事務所については、スタンドアロ

ンのシステム内における申請のため

申請方法の確認に時間を要しており、

確認が取れ次第申請を行う予定であ

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

（中部建設事務所，北建設事務所） 

ソフトウェア資産管理基準により，情報基盤

管理者（企画調整局情報化戦略部担当課長（情

報政策担当））がソフトウェア資産を適切に管

理するため，情報管理者（所属長）等はパソコ

ン・ソフトウェア管理システム（ＰＣ統合管理

システム）によりソフトウェア資産の変更管理

に関する手続き及びハードウェア台帳，ライセ

ンス台帳等の台帳の更新を行わなければなら

ないこととされている。 

利用するソフトウェア資産に変更がある場

合は速やかに手続きを行い台帳に反映し，適正

にソフトウェア資産を把握し管理するべきで

ある。 

る。 

Ｂ 管理番号を貼付し管理を行うべきもの 

ソフトウェア資産管理基準により，情報管理

者等はソフトウェア資産を適切に管理するため

に，ソフトウェア資産に対して，情報基盤管理

者より指示される管理番号のラベルを貼付し，

管理しなければならないこととされている。 

管理番号のラベルが貼付されていない事例が

あったので，管理番号を貼付し適正に管理する

べきである。  

（道路管理課，公園部森林整備事務所， 

中央水環境センター管理課， 

中部建設事務所，垂水建設事務所） 

 

Ｃ ソフトウェアに関連する部材の保管を適正

に行うべきもの 

ソフトウェア資産管理基準により，情報管理

者等は，無断使用の防止のためソフトウェアに

関連する部材を施錠保管しなければならないこ

ととされている。 

施錠保管されていない事例があったので，適

正に保管するべきである。 

（総務課，防災課，道路管理課， 

公園部森林整備事務所） 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

 

Ｄ ソフトウェア資産の棚卸を行うべきもの 

ソフトウェア資産の棚卸について，次のよう

な事例があった。 

(A) 棚卸を実施していない事例。 

（総務課，道路管理課， 

森林整備事務所，王子動物園） 

(B) 棚卸に取り掛かっているものの完了しな

いままになっている事例。（下水道部計画課） 

(C) 棚卸を実施したが報告書の作成及び提出

をしていない事例。     （事業用地課） 

(D) 複数所属合同で棚卸を実施したが，報告書

には合同実施の記載がなく，一部の所属につ

いて報告が漏れている事例。 

（道路計画課， 

湾岸・広域幹線道路本部推進課） 

ソフトウェア資産の棚卸の実施については，

ソフトウェア資産管理基準により，「情報基盤

管理者は，定期的（パーソナルコンピュータ等

については年 1回以上，ライセンスの現物につ

いては年 1回以上，保有ライセンス数の検証に

ついては年 1 回以上）に情報管理者等に棚卸の

実施を指示しなければならない。情報管理者等

は，情報基盤管理者の指示に従い棚卸を実施

し，情報基盤管理者に，その結果を報告しなけ

ればならない。」とされている。  

ソフトウェア資産の管理を適正に行うため，

情報基盤管理者の指示に従い棚卸を実施し報

告するべきである。 

 

(イ) 電子記録媒体等の管理を適正に行うべきも  

の 

電子記録媒体等について，次のような事例が

あった。 

Ａ 電子記録媒体を施錠可能な保管場所で保管

していない事例。  （総務課，道路管理課） 

Ｂ 電子記録媒体管理台帳を作成していない又
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

は電子記録媒体管理台帳に記載のない電子記

録媒体を所有している事例。 

（総務課，道路管理課，道路計画課， 

公園部森林整備事務所， 

中部建設事務所，北建設事務所） 

Ｃ 電子記録媒体管理台帳に記載のある電子記

録媒体の現物を確認できない事例。 

（総務課，中部建設事務所） 

Ｄ 電子記録媒体管理台帳が更新されておら

ず，現状と齟齬がある事例。 

（総務課，道路管理課） 

Ｅ 所属長の許可を得ずに，パソコンや電子記

録媒体等の持出しを行っている事例。 

（道路計画課，道路工務課， 

西部建設事務所，北建設事務所， 

垂水建設事務所，西建設事務所） 

Ｆ 貸出承認の状況と実際の使用状況が異なる

事例。          （道路管理課） 

電子記録媒体については，「電子記録媒体等の

管理について」（平成 21年 5月 29 日企情第 775

号）により次のとおり定められている。  

1.電子記録媒体等の管理について 

(1) 私物の電子記録媒体等を使用しないこと 

(2) 施錠可能な保管場所で保管を行うこと 

(3) 電子記録媒体を把握し，管理番号を付与して

台帳を作成すること 

(4) パソコンや電子記録媒体等の持ち出しを行う

際には，情報管理者(所属長)の許可を得ること 

(5) 情報管理者(所属長)が電子記録媒体の管理状

況を定期的に点検すること 

情報の紛失，盗難，漏えい等さまざまなリス

クに対処する観点から，電子記録媒体を適正に

管理するべきである。 

なお，上記Ｅのうち西部建設事務所，北建設

事務所，垂水建設事務所及び西建設事務所につ

いては，金融機関が所有するＤＶＤ－ＲＷを使

用して，金融機関と振込情報のやり取りをする

際に，所属長の持ち出し許可を得ずに情報を提

供している事例であった。振込情報をやりとり

するＤＶＤ－ＲＷは，所有者が金融機関であっ
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

ても，そのＤＶＤ－ＲＷで神戸市のデータ（情

報資産）を外部へ提供する際は，ワークフロー

申請等で情報管理者（所属長）に事前に許可を

得たうえで，日時・担当者及び提供概要を記録

し，適正に持ち出すべきである。 

 

(ウ) 不正プログラム対策を適正に行うべきもの 

神戸市情報セキュリティ対策基準により，「コ

ンピュータウイルス等対策ソフトウェア及び定

義ファイルは常に最新のものに保つ。インター

ネットに接続していないシステムにおいても，

定期的に当該ソフトウェア及び定義ファイルの

更新を実施しなければならない。」「端末に対し

て，コンピュータウイルス等対策ソフトウェア

による完全スキャンを定期的に行い，スキャン

の実行を途中で止めない。」等とされている。 

コンピュータウイルス等不正プログラム対策

が行われていないパソコン等があったので，適

正に対策を行うべきである。  

（道路管理課，道路工務課， 

下水道部経営管理課，管路課， 

王子動物園） 

 

ネットワークに接続されていない

システムのパソコンに対して、不正プ

ログラム対策を行う必要があったに

も関わらず、一部の所属においてその

認識がなく、対策が不十分であったた

め起こったものである。 

今後は、当該パソコン等に対してコ

ンピュータウイルス等対策ソフトウ

ェアを導入することや、コンピュータ

ウイルス対策ソフトを導入したパソ

コンに置き換える等の措置を講じ、適

正に管理を行うよう周知徹底した。 

なお、道路工務課、王子動物園につ

いては令和３年度予算にてウイルス

対策ソフトを購入し、当該パソコンに

導入する予定である。下水道部経営管

理課についてはシステム自体の更新

が必要となるため、システムの更新を

行う際に不正プログラム対策を実施

する予定である。 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 

(エ) パスワードを適正に管理するべきもの 

地元説明用の専用パソコンにパスワードが貼

り付けられ，誰でもアクセスできる状態になっ

ているものがあった。 

神戸市情報セキュリティ対策基準により，「パ

スワードは，他者に知られないように管理しな

ければならない。」とされている。 

パスワードについては，他者に知られないよ

う適正に管理するべきである。 （道路工務課） 

 

当該所属の専用パソコン（街路事業

の地元説明用に VR ソフトを利用する

ためのパソコン）に、ログインパスワ

ードを記載した付箋が貼り付けられ

ていたものである。 

現在は、神戸市情報セキュリティ対

策基準に基づき、付箋は破棄し、利用

する職員以外にパスワードが知られ

ないよう、適正なパスワード管理を講

じている。 

措置済 

(4) その他の事務 一部の所属において、審査請求につ 措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

ア 審査請求の教示を適正に行うべきもの 

審査請求の教示に関して，次のような事例があ

った。 

(ア) 下水道使用料の遡及請求にあたり，審査請求

の教示がされていない事例。 

（下水道部経営管理課） 

(イ) 行政不服審査法の改正が反映されておらず，

審査請求の教示を行うべきものに誤って異議申

し立ての教示を行っている事例。 

（下水道部経営管理課， 

東水環境センター管理課，北建設事務所） 

不服申立てをするべき行政庁等の教示について

は行政不服審査法第 82条に定められており，審査

請求ができる処分をする場合には，審査請求がで

きる旨及び期間を書面で教示しなければならない

こととされている。 

処分の相手方の権利利益の救済を得る機会を十

分に確保するため，適正に教示するべきである。 

 

いて適正に教示を行うべきところ、教

示が必要なことを認識しないまま文

書作成を行っていたものと、行政不服

審査法改正以前の様式を誤って用い

た事例があったものである。 

再発防止のための具体的対策とし

て、下水道部では、最新の様式を共用

のフォルダーに集約し、文書作成の際

にはそのフォルダーの様式を使用す

るよう改善し、あわせて教示の意義や

教示の必要な処分についてあらため

て所属内に周知した。 

このような取り組みをはじめとし

て、他所属においても、当該業務を行

う際には最新の関係法令に基づく対

応となっているか等の確認を徹底し、

適正な事務執行に努めるよう周知徹

底した。 

イ 個人番号の安全管理措置を講ずるべきもの 

個人番号の取扱いについて，次のような事例が

あった。 

(ア) 登録・記載済みの個人番号確認書類，身元確

認書類を本人へ返却又は焼却，裁断，溶解等に

よる廃棄ができていない事例。 （道路管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 個人番号の記載された書類が施錠できる場

所に保管されていない事例。 

（道路管理課，駅前魅力創造課） 

 個人番号利用事務実施者等の責務については，

 

 

 

源泉徴収事務に関するマイナンバ

ー取扱いガイドラインについての認

識が不足していたため発生したもの

である。 

発見後に、ガイドラインに従い、マ

イナンバー取り扱いにかかるマニュ

アルを更新するとともに、個人番号の

記載された書類は金庫内で保管し、関

連業務の終了後に複数の職員の確認

の下シュレッダーで廃棄を行った。 

 

 

個人番号の記載された書類につい

ては適正な場所で保管することとし

た。 

 また、特定個人情報の適正な取扱い

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）

第 12条により，「個人番号利用事務実施者及び個

人番号関係事務実施者は，個人番号の漏えい，滅

失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。」と

され，特定個人情報の収集又は保管については，

番号法第 20 条により制限されている。 

 そして，「神戸市における個人番号利用事務に関

するマイナンバー取扱い指針」（平成 27 年 11 月 30

日企画調整局情報化戦略部）により，個人番号の

記載された申請書及び本人確認書類等の保管場所

は，鍵のかかるロッカーや書庫とするものとされ

ており，「源泉徴収事務に関するマイナンバー取扱

いガイドライン（解説付）」（平成 27年 10 月 5 日

企画調整局情報化推進部，行財政局職員部総務事

務センター）により，各所属の事務取扱担当者（マ

イナンバーを収集・管理を行う職員）は，登録・

記載済みのマイナンバー確認書類，身元確認書類

を速やかに本人へ返却するか，あるいは焼却，裁

断，溶融等により廃棄するものとされている。 

 個人番号の取扱いにあたっては適正に安全管理

措置を講ずるべきである。 

 

に関するガイドラインに従い、①マイ

ナンバー関係の取扱い事務(提供依

頼・管理・保管)は、道路管理課が行

い、②対象者からのマイナンバー関係

書類が駅前魅力創造課に受け渡され

た場合は、速やかに道路管理課に受け

渡すこと等をマニュアル化し、課内に

通知した。 

(5) 事務処理のチェック機能のさらなる向上につ

いて 

当年度の監査において多数の指摘事項として掲

げた事例については，一つひとつを見れば，単純

な事務処理ミスに起因するものや，法令や規則，

マニュアルの基礎的な不知によると思われる事例

が多く、組織・局をあげて改善策を明確にし、対

応することを求める。 

また，自主監査においても，実施されていなか

ったり，形骸化して機能していない部署もあり，

自主監査を適正に行っていれば，その時点でルー

ルに準拠した事務が行えていない事に気づき是正

できたが，その機会を失っていた事例もあった。

さらに，一連の業務を複数の課で分割して業務を

当年度の監査において、多数の指摘

があったことを受け、局内全職員へ向

けて、職員一人ひとりが十分に考え、

責任をもって適正な事務執行を行う

ことで、市民の信用・信頼の回復に努

めるよう、局長通知を通じて周知徹底

した。 

それに加え、局独自の再発防止策と

して、今回の指摘事項等について、発

生の事実、発生の理由、ルールはどう

であったか、今後注意すべき点等につ

いて各所属で意見交換する場を設け

る等し、事務の適正化に努めるよう通

知した。 

措置方針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

行う場合が多々あり，一連の業務が正確に滞りな

く完了するためには，通常よりも精緻な役割分担

やチェック機能が必要となるが，そのような方法

は確立されていない。再度，原点に立ち返り，基

本的な事務処理からさらに緊張感を高めていく必

要があるのではないかと感じられる。 

今回の指摘事項等を踏まえ，その後の事務処理

についても自主的に点検を行うなど，事務処理の

再確認に努め，引き続き，小さな事務処理ミスや

会計事務のミスをひとつも見逃さない心構えで，

組織的なチェック機能をさらに強化・厳格化し，

具体的な解決策を講じるべきである。 

 

また、各所属での検証結果を局全体

で共有することができるよう仕組み

作りに取り組んだ。 

 今回の不適切な事務処理について

は、理解不足、人事異動による事務の

抜け落ち、失念等が原因であることが

見受けられる。理解不足、抜け落ちを

防ぐため簡単に事務を把握できるマ

ニュアルを作成し周知徹底を図る。ま

た、事務処理の失念を防ぐために定期

的に相互監査を局独自に行う。 

〇 意  見 

(1) 助成金交付の取扱いの適正化について 

まちの美化と健全な地域コミュニティーの育成

を目的に，公園等を清潔で安全に利用できるよう，

清掃等の活動を行う市民ボランティア組織の活動

について，まちの美緑化ボランティアに関する要

綱を作成し，助成金を交付しているが，ボランテ

ィア組織の窓口となる建設事務所で，活動報告書

に貼付されている領収書の合計額と報告書の金額

が合わなかったり，飲食代が含まれたりしている

事例やボランティア組織の廃止にあたり助成金の

返還を受ける際に提出された通帳の写しに記載さ

れている残額と収支報告書の額が一致していない

事例，結果的に平成 27 年度で活動を終えることと

なったが，活動継続の意思確認を適時に行ってお

らず，助成金返還にかかる戻入に平成 31 年 4 月ま

でかかっていた事例などがあった。 

また，まちの美緑化ボランティアにかかる助成

金については，ボランティア組織に作業の実施に

かかる必要経費等の立替払いの負担が生じないよ

う，ボランティア活動を継続している間は年度ご

との助成金の精算は行わず，次年度への繰越しを

一定の範囲で認めているが，活動を長年続けてい

る間に裏付けとなる書類等との突合をされないこ

とにより収支報告書と実態に齟齬が生じ，管理状

収支報告書に添付する領収書に不

備があった事例や、収支報告書記載の

内訳に誤りがあったが補正を求めて

いなかった事例等があった。 

添付書類については、今後は不備が

ないように指導している。 

また、書類の記載不備については、

今後は補正を求めるなど適切な事務

に努める。 

なお、平成 29 年度から使用してい

る「まちの美緑花ボランティア制度に

関するガイドライン」について、令和

３年度に見直しを行い、改めて制度の

周知に努める予定である。 

措置方針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

況が不透明な状態となっている組織もある。 

さらに，ボランティア組織の構成員の高齢化等

の理由によりその状況は深刻化しており，ボラン

ティア廃止の際には助成金の管理状況が分からな

くなってしまったり，ボランティア組織が助成金

を返還しなくてよいと誤解していたりするなどの

事例があった。 

まちの美緑化ボランティアに関する要綱の見直

しを含め，適正に管理される仕組みを検討された

い。また，ボランティア組織の構成員がルールを

誤解することのないよう，制度の周知を改めて行

われたい。          （公園部管理課） 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

〇 指 摘 事 項 

(1)支出に関する事務 

ア 概算払による支出及び経費の精算を適正に

行うべきもの 
 概算払とは，「財務会計事務の手引き」による

と，その支払うべき債務金額の確定前に概算をも

って支出することをいい，①債務関係が発生して

いるが，履行期がまだ来ていないこと，②債務金

額が確定していないこと，③債権者が確定してい

ること，の各要件を備えているものをいうとされ

ている。 
また，神戸市地方公営企業法の財務規定等を適

用する事業の会計規則第 51 条第 3 項で準用する

同規則第 49 条では経費の精算について，支出決

定者は，用務終了後 5 日以内に支払精算書及び振

替伝票等を作成し，支払精算書については，直近

の上司に提出したのち証拠書類とともに保管し

なければならないとされている。 
概算払による支出及び経費の精算について，支

出方法の誤りや精算手続きの不備がある事例が

あった。適正な事務処理をするべきである。 
(ア) 公の施設の指定管理料等や業務委託料を概

算払により支出し，指定管理者や受託者からの報

告に基づき経費の精算をしているものの，支払精

算書を作成していなかった事例 
Ａ 神戸港福利厚生施設神戸ポートオアシスの

令和元年度指定管理料及び使用料返還金原資 
（経営企画課） 
 
 
 
 

Ｂ 神戸空港海上アクセスターミナル船客待合

所，緑地，物揚場巡回点検等業務委託の平成 30 年

度及び令和元年度委託料 
（神戸港管理事務所） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年４月概算払分以降から支払

精算書を作成し，直近上司の決裁後保

管するとともに，令和３年３月 19日付

で担当局長より発出された通知文によ

り，今後，適正に精算手続きを行うよう

周知徹底した。 

 

令和３年２月に関係職員に事案内容

の説明を行い，令和２年度委託料の精

算にあたっては適正に事務処理を行う

よう徹底した。 

また，担当局長より発出された通知

文により，適正な手続きに基づき事務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

 
 
 
(イ) 神戸港振興事業等にかかる平成 30 年度補助

金を補助事業の完了前に，概算払とするべきとこ

ろ一般支払として支出し，事業者からの報告に基

づき経費の精算をしているものの，支払精算書を

作成していなかった事例 
（経営企画課） 
 

(ウ) 震災メモリアルパークの平成 30 年度指定管

理料や，神戸市が区分所有する中突堤先端ビルの

令和元年度共用部分維持管理費用を概算払とす

るべきところ前金払として支出し，指定管理者や

ビル管理者からの報告に基づき経費の精算をし

ているものの，支払精算書を作成していなかった

事例 
（神戸港管理事務所） 

を行うよう改めて所内職員に周知徹底

した。 

 

当該補助事業については平成30年度

をもって終了しているが，同様の補助

金交付事務における再発防止に向け，

担当局長より発出された通知文によ

り，適正な手続きを行うよう周知徹底

を行った。 

 

令和３年２月に関係職員に事案内容

の説明を行い，今後同様の事務を行う

にあたっては適正に事務処理を行うよ

う担当局長から発出された通知により

周知徹底した。 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

措置済 

イ 前渡金の精算を適正に行うべきもの 
令和2年度の港湾施設にかかる電気，ガス，水道

及び電話料金の自動振替に要する経費の前渡支

出に関して，前渡金支出明細書兼支払精算書を確

認したところ，適正に精算できていない事例があ

った。 
（事例） 

 
上記④について，前渡金金額は適要欄に示す通

り8月分の支出金額であるが，精算額，戻入額，

前渡金受領年月日，用務終了年月日，精算年月日

の記載事項は7月分に係るものであった。同様に，

⑤については9月分の前渡金金額に対し，それ以

外は8月分に係るもの，⑥については10月分の前

 

前渡金支出明細書兼支払精算書を適

正に綴り，精算額と戻入額の誤りを訂

正するとともに，規定に基づき５日以

内に適正に処理するよう周知徹底を行

った。 

また，担当局長より発出された通知

を受けて，支出・契約事務にあたって

は，改めて法令，条例，規則等を確認の

上，適正な手続きに基づき事務を行う

とともに，決裁者及び承認者は厳格な

審査を行い，適正な執行に努めるよう

周知徹底を行った。 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

渡金金額に対し，それ以外は9月分に係るものが

記載されていた。その結果，④と⑥については，

精算額と戻入額の合計が前渡金金額と一致して

いなかった。また，⑤については，精算額と戻入

額の合計が前渡金金額と一致していたが，精算額

が28,852,340円となっているところ，前渡金口座

の通帳で確認したところ，正しくは26,852,340円
であった。 
なお，7月分公共料金に係る前渡金支出明細書

兼支払精算書については，別のファイルに綴じて

おり，そのため7月分の精算時に8月分の前渡金支

出明細書兼支払精算書を誤って使用し，以降，8
月分の精算時に9月分の，9月分の精算時に10月
分の前渡金支出明細書兼支払精算書を使用した

ものである。 
また，神戸市地方公営企業法の財務規定等を適

用する事業の会計規則第49条では経費の精算に

ついて，前渡金管理者は，用務終了後5日以内に

支払精算書及び振替伝票等を作成し，支払精算書

については，直近の上司に提出したのち証拠書類

とともに保管しなければならないとされている

が，5日以内に精算できていない事例もあった。 
（経営課） 

公文書は適正に管理した上で，前渡金の精算を

適正に行うべきである。 
特に，このような明白なミスが監査で発見され

るまで繰り返されているのは，組織としてのチェ

ックが機能していないと言わざるを得ない。これ

を反省し，今後このようなことのないよう，決裁

が形式的にならないよう留意されたい。 

ウ 正しい金額で支払を行うべきもの 
令和元年12月13日発注の「神戸空港護岸点検業

務」について，見積書に基づき 272,800円で発注

が行われているが，令和2年3月30日付で提出され

た履行届兼検査合格報告書と請求書に記載され

た金額は269,500円となっており，これに基づい

て完成検査が行われるとともに，令和2年4月22日
に269,500円が発注先業者へ支払われていた。 

 

納品検査の段階で，検査員が発注内

容との確認ができておらず，その上，支

払担当者が提出された請求書や納品書

などに基づいて支払処理を行ったこと

により発生したものである。 

請求書の真正性を含め，書類のチェ

ックを確実に行うよう周知徹底した。 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

見積書と履行届兼検査合格報告書及び請求書

の金額が異なることについては，発注先業者が金

額を誤って記載して提出したものとのことであ

り，誤りに気付いた発注先業者から連絡，請求を

受けて，令和2年5月25日に差額3,300円が支払わ

れていた。 
神戸市地方公営企業法の財務規定等を適用す

る事業の会計規則第16条では，経理担当課長は支

払伝票を証拠書類，決議書，その他必要書類と照

合審査し，記載されている内容が事実と相違する

ときや記載されている内容に過誤があるときは

発行者に返付しなければならないことが規定さ

れている。 

（経営企画課，工務課） 
支出担当課においては正しい金額で支払伝票

を作成し，経理担当課においては支払伝票の審査

を適正に行うべきである。 
特に，このような容易に発見できるミスを，組

織として発見できていないことについて反省し，

組織として再発防止に当たっていただきたい。 
 

（工務課） 

支払伝票の審査にあたっては，支出

審査時のチェック項目を明記した「支

出審査マニュアル」を参照しているが，

指摘事項を含め，マニュアルを再点検

し，よりわかりやすい内容に見直した。 

（経営企画課） 

 

(2) 契約に関する事務 
ア 契約監理課による契約にするべきもの 

小修繕の専決契約に関する事務について，次の

ような事例があった。 
（事例）組織改正による庁舎レイアウト変更にか

かる小修繕契約 

 
上記2件の小修繕工事について，それぞれ仕様

書を作成した上で，同じ業者あて発注していた。 
これについて，業務を継続しながら施工する必

要があるとともに，スペースの都合上もレイアウ

ト変更を段階的に玉突きで実施していく必要が

あったことから，①の工事を実施し，次に運送業

 

 当該２件の小修繕工事については，

組織改正による庁舎レイアウトの変更

に伴うもので，段階的に実施する必要

があり，工事日や工事内容が異なるこ

とから一体工事であるという認識が低

く別発注としたものであるが，監査の

指摘を受け，契約事務手続きや専決規

程を再確認した。 
 当該工事は経常的に発生するもので

はないが，今後同様の工事等発注が見

込まれる場合は，事前に契約監理課に

確認するなど，専決規程等に基づき適

切な契約手続きを行う。 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

者によるレイアウト変更（書庫，文書，備品移動）

を行い，最後に②を実施するといったように，順

を追った工程をこなしていく必要があり，実際の

工事日や工事内容が異なることからそれぞれ発

注を行ったとのことであるが，2件とも組織改正

に伴う同じフロアのレイアウト変更のために行

った関連する工事で，実質的には1回の意思決定

により行っている契約と考えられる。 
発注の決裁時における神戸市長の権限に属す

る事務の専決規程別表第2「請負・その他」では，

建物，設備又は構築物の保繕又は小改修に係るも

のについては250万円以下について港湾局長は

専決できるとされていたが，上記2件を1契約と

考えると，専決できる範囲を超えていた契約と考

えられる。 
（経営企画課） 

経理契約として契約監理課あて要求するべき

である。 
イ 複数年度にわたる不動産を借りる契約を適

正に行うべきもの 
地方自治法第232条の3には，「普通地方公共団

体の支出の原因となるべき契約その他の行為（こ

れを支出負担行為という。）は，法令又は予算の定

めるところに従い，これをしなければならない。」

とあり，同法第214条では債務負担行為について，

「歳出予算の金額，継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるものを除くほか，普通地

方公共団体が債務を負担する行為をするには，予

算で債務負担行為として定めておかなければな

らない。」とある。 
同法第234条の3では長期継続契約について，

「普通地方公共団体は，第214条の規定にかかわ

らず，翌年度以降にわたり，電気，ガス若しくは

水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける

契約又は不動産を借りる契約その他政令で定め

る契約を締結することができる。この場合におい

ては，各年度におけるこれらの経費の予算の範囲

内においてその給付を受けなければならない。」
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

とある。 
不動産を借りる契約は，数年度にわたる契約期

間中の賃料を確定額で合意するのが通常であり，

そのままでは，次年度以降の確定債務を負担する

契約になり，債務負担行為として予算で定める必

要が生じるが，これでは，地方自治法が不動産を

借りる契約を長期継続契約の対象とした趣旨が

没却されてしまう。 
そこで，「翌年度以降において歳入歳出予算の

金額について減額又は削除があった場合は，当該

契約は解除する」旨の条項（以下「条件付解除条

項」という。）を不動産を借りる契約に加えること

により，仮に，経費の予算が約定の賃料を下回っ

たとき，ないしは全く約定の賃料が経費の予算と

して認められなかったときは，賃貸借契約が解除

され，賃料債務が発生しなくなるから，かかる賃

料債務は金額の確定した債務と考えられないた

め，債務負担行為として議会の議決を経る必要は

ない。 
神戸市においては，契約中に条件付解除条項の

規定がある長期継続契約（以下「長期継続契約」

という。）について，神戸市公有財産関係例規集

（令和2年6月行財政局資産活用課）では，契約期

間が次年度にまたがる場合は，賃借料を債務負担

行為として予算で定める必要があるが，それがで

きなかった場合には，契約書に次の規定（「契約期

間中であっても，令和○○年度以降において歳入

歳出予算の金額について削除又は減額があった

場合は，神戸市は，予告のうえ，本契約を解除す

ることができる。」）を入れなければならないとし

ている。 
複数年度にわたる不動産を借りる契約につい

て，債務負担行為の設定又は長期継続契約を締結

していないにもかかわらず，複数年度の契約とし

ていた事例や自動更新条項により契約を更新し

ていた事例があった。 
債務負担行為の設定又は長期継続契約を締結

するべきである。 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

(ア) 国土交通省への職員派遣のため，派遣職員滞

在用住宅に係る複数年度にわたる建物賃貸借契

約を締結していた事例 
（経営企画課） 
 
 
 

 
(イ) 高浜旅客フェリーターミナルに係る複数年

度にわたる建物賃貸借契約を締結していた事例 
（経営課） 
 

 (ウ) 港湾管理用施設に係る複数年度にわたる建

物及び専用駐車場賃貸借契約を締結し，自動更新

条項により契約を更新していた事例 
（海岸防災課） 

 行財政局資産活用課に確認したうえ

で契約相手方に口頭で条件付解除条項

について確認した旨を決裁に記載して

いたものであるが，監査の指摘を受け，

令和３年２月２日付で条件付解除条項

について双方が合意する「覚書」を締結

した。 

 

次回の更新より単年度契約に変更す

ることについて，相手方の了承を得て

いる。 

 

条件付解除条項を規定した長期継続

契約として、契約締結の相手方と令和

３年３月22日付で変更契約書を締結し

た。 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

措置済 

ウ 公用車のリース契約を適正に行うべきもの 
公用車のリース契約について，当初，長期継続

契約として複数年度にわたる契約を締結し，その

契約期間終了後に再リース契約を複数年度にわ

たり締結している事例があった。 
長期継続契約は，予算単年度主義の例外とし

て，債務負担行為を予算で定めることなく，翌年

度以降にわたり契約を締結することができるも

のであることから，地方自治法の規定のほか，長

期継続契約として取り扱うことができる契約及

びその契約期間の基準は「神戸市長期継続契約を

締結することができる契約に関する条例」及び

「神戸市長期継続契約を締結することができる

契約に関する要綱」（以下「長期継続契約要綱」と

いう。）において詳細に定められている。長期継続

契約要綱第 2条第 2号により自動車を借り入れる

契約は長期継続契約として取り扱うことができ

るが，その契約期間の基準については長期継続契

約要綱第 4 条により，借り入れる物品の法定耐用

年数の 120％を上限とするものとされており，既

にその上限の年数を経過した物品については長

期継続契約として取り扱うことができない。 

 

法令，条例等を確認の上，適正な手続

きに基づき事務を行うよう担当局長よ

り通知文を発出するとともに，改めて

長期継続契約に関する条例，要綱の周

知徹底を図った。今後同様の再リース

契約が見込まれる場合は，適切に契約

手続きを行う。 

（神戸港管理事務所，工務課） 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

（神戸港管理事務所，工務課） 
当該契約については，単年度契約又は債務負担

行為を設定した上で複数年度契約とするべきで

ある。 
(3) 財産管理に関する事務 
ア コンピュータウイルス等対策ソフトウェア

の定義ファイルの更新を行うべきもの 
港湾局固定資産管理システム専用パソコンに

ついて，コンピュータウイルス等対策ソフトウェ

アの定義ファイルが最新のものに更新されてい

なかった。 
なお，当該パソコンはネットワークには接続し

ていない専用パソコンであるが，電子記録媒体

（ＵＳＢメモリ）によりデータ抽出を行い，ネッ

トワークに接続された職員の事務処理用パソコ

ンで当該データを使用しているとのことであっ

た。 
（経営企画課） 

「神戸市情報セキュリティ対策基準」では，

「8.4.1 情報基盤管理者等の措置事項」として「コ

ンピュータウイルス等対策ソフトウェア及び定

義ファイルは常に最新のものに保つ。インターネ

ットに接続していないシステムにおいても，定期

的に当該ソフトウェア及び定義ファイルの更新

を実施しなければならない。」と記載されており，

港湾局で策定している「情報システムセキュリテ

ィ実施手順書」の「4.2.6 コンピュータウイルス

等不正プログラム対策」でも「コンピュータウイ

ルス等対策ソフトウェア及び定義ファイルは常

に最新のものに保つ必要があるため，1 日に 1 回，

当該ソフトウェア及び定義ファイルの更新を行

う。」と記載されている。 
すみやかに定義ファイルの更新を行うべきで

ある。 
 

 

固定資産管理システム専用パソコン

について，コンピューターウイルス等

ソフトウェアの定義ファイルを随時手

導で更新する必要があったが，オフラ

インで稼働していることから，定義フ

ァイルの更新作業が滞っていた。 

 オフラインとはいえ，電子記録媒体

（USB メモリ）を接続した際にコンピュ

ーターウイルスに感染する可能性は否

定できないことから，固定資産管理シ

ステムと電子記録媒体（USB メモリ）を

併せて利用する際には，ソフトウェア

の定義ファイルの更新有無について確

認してから作業に取り掛かるよう周知

徹底を行った。 

 

 

措置済 
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令和 2年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1) 支出に関する事務 

ア 技術職員がいる所属に監督，検査を依頼し，

技術職員による工事完成検査合格報告書を作成

するべきもの 

地方自治法第 234 条の 2には，「普通地方公

共団体が工事（略）の契約を締結した場合にお

いては，当該普通地方公共団体の職員は，

（略）契約の適正な履行を確保するため（略）

必要な監督又は検査をしなければならない」と

ある。また，神戸市契約規則第 53条では，主

管課長は，工事請負契約締結後，速やかに所属

職員のうちから監督員を指定しなければならな

いとし，同規則第 59 条では，主管課長は，検

査を行うときは，速やかに検査員を指定しなけ

ればならないとしている。 

「少額工事（工事専決契約）・少額製造（製

造専決契約）事務の手引き」では，契約締結後

の事務処理で，監督について「主管課長は，所

属に当該工事の監督ができる技術職員がいない

場合は，技術職員がいる所属に監督を依頼す

る。」とし，検査について「主管課長は，工事

の検査を行うときは速やかに所属職員の中から

検査員を指定する。所属に当該工事の検査がで

きる技術職員がいない場合は，技術職員がいる

所属に検査を依頼する。」「検査完了の後，検査

員は，工事・製造完成検査合格報告書を作成す

る。」としているが，市税事務所の新長田移転

後の中央区役所 3 階に相談室とミーティングス

ペースを設置する工事請負（契約金額 250 万円

以下の少額工事）について，所属に当該工事の

監督，検査ができる技術職員がいないにもかか

わらず，技術職員がいる所属に監督，検査を依

頼せず，検査員となった技術職員が作成する工

事完成検査合格報告書がなかった。 

            （中央区総務課） 

当該工事については，監督，検査ができる技

術職員がいる所属に監督，検査を依頼し，技術

 

 

技術職員がいる所属に監督，検査

を依頼し，技術職員による工事完成

検査合格報告書を作成するべきとこ

ろ，技術職員がいる所属に監督，検

査を依頼せず，検査員となった技術

職員が作成する工事完成検査合格報

告書がなかった原因は，中央区では，

過去に少額工事に該当する事案が無

く，少額工事契約締結後，所属に当

該工事の監督，検査ができる技術職

員がいない場合は，技術職員がいる

所属に監督，検査を依頼し，検査完

了の後，検査員は，工事完成検査合

格報告書を作成する点についての認

識が不十分であったためである。 

会計審査においても過去に少額工

事の支出事案がなかったため認識が

不足していたことが原因である。 
今後，所属に当該工事の監督，検

査ができる技術職員がいない場合

は，監督，検査ができる技術職員が

いる所属に監督，検査を依頼し，検

査完了の後，検査員は，工事完成検

査合格報告書を作成することを課内

職員に周知徹底し，適切な処理を行

うよう改善の措置を講じた。 

また，会計審査担当者には「少額

工事（工事専決契約）・少額製造（製

造専決契約）の事務の手引き」を文

書で周知し該当部分の説明を行い，

会計室会計課作成の審査の手引きに

「技術職員による検査」とあること

から，事案の少ない支出案件につい

ては審査の手引きを必ず参照するこ

とを職場内ルールとする改善を行っ

た。 

 

 

措置済 
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令和 2年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容  措置状況 

職員による工事完成検査合格報告書を作成する

べきである。また，区会計管理者は，支出命令

書の審査等関係書類を精査したうえで支払うべ

きである。 

(2) 契約に関する事務 

ア 協定書に基づき適正に手続きを行うべきもの 

神戸市立御影公会堂（以下「御影公会堂」と

いう。）は，神戸市立公会堂条例によって，市

民の集会等の利用に供するために設置された施

設として位置づけられており，指定管理者とし

て，御影自治会連絡協議会（以下「指定管理

者」という。）が指定されている。 

御影公会堂の指定管理業務に係る神戸市と指

定管理者との協定書（神戸市立御影公会堂指定

管理者協定書（以下「協定書」という。））第

11 条第 1項では，指定管理者は業務の執行に

あたり，当該業務の全部又は大部分を一括して

第三者に委託すること又は請け負わせること

（以下「再委託等」という。）について禁止し

ているものの，事前に神戸市の承諾を受けた場

合は，当該業務の一部に限り再委託等をするこ

とができるとし，また，同条第 2 項で，再委託

等をする場合において，指定管理者は，第三者

との間で締結した契約書の写しその他神戸市が

必要と認める資料を神戸市に提出しなければな

らないとしている。 

指定管理者は清掃，警備等の業務を専門業者

に委託しているが，神戸市は事前に指定管理者

から，専門的な業務については再委託を行う旨

が記載された事業計画書の提出を受けてはいた

ものの，必要な承諾手続きをしておらず，指定

管理者と当該業者との間で締結した契約書の写

し等の提出も求めていなかった。 

            （東灘区総務課） 

協定書に基づき，事前承諾をし，契約書の写

し等神戸市が必要と認める資料の提出を受ける

べきである。 

 

指摘事項については，協定書に基

づく手続きの確認が不十分であった

ため生じたものである。 

今回の指摘を受け，協定書に基づ

く承諾手続きを行うとともに，必要

な書類の提出を受け改善した。 

また、再発防止に向けて、指定管

理者と協定書に基づく必要な諸手続

きについて、改めて確認を行った。 

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

〇 意  見 

(1) 行政財産に係る目的外使用許可のない使用料

の取扱いについて 

実査時に，行政財産目的外使用許可において，

使用許可日以前の使用料の請求を行っている次の

ような事例があった。 

№ 件 名 

許可年月日 

（決裁日） 
使用料 

使用期間 

1 

都市計画道路弓

場線事業用地 

(平成 7 年 12 月

1 日取得） 

令和元年 5 月 9 日 

(令和元年5月9日) 

令和元年度：17,120 円 

※当年度も年度当初ま

で遡及 

過去 5 年：85,600 円 

平成 31 年 4 月 1 日

～ 

令和 6 年 3 月 31 日 

2 

都市計画道路山

陽沿北側線事業

用地(平成 3 年 6

月 4 日取得） 

平成 31 年 4 月 1 日 

(令和元年8月19日) 

令和元年度：855 円 

※当年度も年度当初ま

で遡及 

過去 5 年：4,275 円 
平成 31 年 4 月 1 日

～ 

令和 6 年 3 月 31 日 

3 

道路予定地 

(平成 10 年 12

月 

取得） 

令和元年 6 月 11 日 

(令和元年6月10日) 

令和元年度：3,300 円 

※当年度も年度当初ま

で遡及 

過去 5 年：16,500 円 

許可日から 

令和 2 年 3 月 31 日 

事例 1及び 2 の処理は担当課からの聴き取りに

よると，許可日以前から行政財産の目的外使用許

可申請手続きを行わずに使用していたことが判明

したことから，資産活用課に相談のうえ，過去 5

年分も併せて遡及して請求したものである。さら

に，担当課は，過去に同様の案件について，損害

賠償や不当利得返還要求を行うか等の論点で検討

され，「悪意がないので，追認という処置をと

る」ということで，当時「行政財産は 5年，普通

財産は 10年の使用料をとる」と方針が決まり，

その後，方針の変更といった通知もきていないた

め，以降方針は変わっていないと認識していた。 

事例 3の処理は資産活用課には相談しておら

ず，道路法において道路占用料の時効が 5 年であ

るため，過去 5年分も併せて遡及して請求したも

のである。 

行政財産目的外使用料については，昨年の財務

定期監査でもとりあげており，それに対する措置

報告も受けている。 

(意見） 

使用許可のない占用は不法占拠で使用許可がな

いと公法上の請求基礎がなく使用料を請求するこ

とはできない。 

 

不法占拠の場合の取扱は，民法

及び国の要領に基づき，案件毎に

各担当部局が，不法占拠とその期

間の確定及びそれを知った時期に

因り適切に対応していくものであ

るが，対応方法を例示するなど

し，周知を図っていきたい。 

（行財政局資産活用課） 

 

措置方
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

不法占拠に係る利益の返還の請求についての取

扱は，原則として，所有権に基づく所有物返還請

求権を行使するとともに，不法行為に基づく損害

賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使する。

不法行為に基づく損害賠償の請求期間について

は，民法第 724 条の規定により 20 年間（不法占

拠期間に限る）となるが，当該不法行為による損

害及び加害者を知った時から 3年を経過している

場合においては，不法行為に基づく損害賠償の請

求によらず，不当利得返還請求によらなければな

らない。 

不当利得返還の請求期間については 10 年間と

なるが，民法 703 条に基づき許可年月日以前全期

間の使用料相当額を請求することになる。 

各所管課は制度を理解したうえで案件毎に不法

占拠者とその期間の確定及びそれを知った時期に

因り対応していくものではあるが，先述の考え方

について全庁アナウンスのもと正しく処理してい

く方向で検討されたい。  （行財政局資産活用

課） 

 
(措置報告：他の方法で対応） 

不法占拠の場合の取扱は，民法及び国の「不法

占拠財産取扱要領（平成 13 年 3月 30 日付財理第

1266 号）」に基づき，案件毎に各担当部局が，不

法占拠者とその期間の確定及びそれを知った時期

に因り対応していくものであるが，適切な対応が

できるよう必要に応じて相談等に応じていきた

い。 

措置報告では，「適切な対応ができるよう必要

に応じて相談等に応じていきたい」とのことであ

るが，過去に相談した結果，5年間遡及して請求

するものと認識していることもあり，改めて通知

文を出すことや，「神戸市公有財産関係例規集」

に例示するなど，全庁的に周知されたい。 

（行財政局資産活用課） 

 

(2) 許可なく占用している場合の使用料の取扱い

について 

実査時に，河川法第 24条・第 26 条の申請に基

づく許可，神戸市水路等の占用に関する条例施行

規則に基づく許可において，許可日以前の使用料

の請求を行っている次のような事例があった。 

 

№ 件 名 
許可年月日 

（決裁日） 
使用料 

 

 

事例の案件では，電柱や支線の設

置について不法占用状態にある相

手方に対し，損害賠償請求権または

不当利得返還請求権の行使が可能

なところ，インフラ整備にかかる市

民サービスの提供の観点から同許
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

使用期間 

1 

準用河川 妙賀川

（2026） 

令和元年 7 月 30 日 

(令和元年7月24日) 

令和元年度：1,620 円 

過去 5 年：9,500 円 

令和元年 7 月 30 日

～ 

令和 6 年 3 月 31 日 

2 

市有水路 

（4009） 

令和元年 5 月 20 日 

(令和元年5月20日) 

令和元年度：3,570 円 

過去 5 年：19,500 円 

令和元年 5 月 20 日

～ 

令和 6 年 3 月 31 日 

事例 1及び 2 の処理は，過去に同様の案件で法

務支援課に相談し，地方自治法において時効が 5

年であると確認したため，過去 5 年分も併せて遡

及して請求したものである。 

 河川法第 24条・第 26 条の申請に基づく許可，

神戸市水路等の占用に関する条例施行規則に基づ

く許可なく占用している場合の使用料の取扱い

は，行政財産目的外使用許可のない場合と同様に

不法占拠であり，不法占拠に係る利益の返還の請

求についての取扱は，原則として，所有権に基づ

く所有物返還請求権を行使するとともに，不法行

為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求

権を行使するべきである。 

また，各許可に基づく使用料について，無許可

で占用している場合の取扱いが様々であり，全庁

的に周知するなど正しく処理していく方向で検討

されたい。       （行財政局法務支援

課） 

 

可が必要であること等を総合的に

考え，所属が相手方と協議のうえ，

不当利得と同等額にあたる 5年分の

使用料相当額について，任意の納付

を受けたと聞いている。 

このように，各許可の使用料に関

する取扱いは様々な形態があり，権

利の行使にあたっては，個々の案件

毎に根拠となる法令等の解釈や適

用を考えるほか，事業の内容等を鑑

みながら適切に対応していく必要

があると考えている。 

引き続き案件毎に各所属が適切

な対応ができるよう法的側面から

支援するとともに，その解釈や適用

等について相談に応じてまいりた

い。 

また，「内部統制の推進に関する

プロジェクトチーム」においても，

全庁に周知を行い，本監査の指摘事

項について，同様または類似の事案

がある場合は，ルールの確認や制度

所管課への相談等を通じ，是正すべ

き点があれば再発防止の徹底をお

願いしたいと考えている。 

（行財政局法務支援課，行政管

理課） 

(3) 遺失物の所有権取得と権利の放棄について 

現金取扱事務の手引（公金編）には，「庁舎

（略）内で，その庁舎に勤務する職員が遺失物を

拾得した場合（遺失物法の規定により，拾得者は

占有者である市とみなされる），速やかに，庁舎

管理担当係（略）へ提出しなければなりませ

ん。」とあり，「市民等が拾得した場合は，当該市

民等が拾得者となり，公告期間後の所有権は，当

該市民等が取得します。」とある。 

遺失物法第 4 条第 2項では，施設において埋蔵

 

現金取扱事務の手引（公金編）を

改正し，庁舎内で遺失物を拾得した

市民等から拾得物が届け出られた

際に拾得物に関する権利を放棄す

ると申告された場合は市が拾得者

とみなされる旨記載するとともに，

現金以外の遺失物についても警察

への届け出の際には所有権を取得

する権利を放棄しないよう記載内

 

措置済 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

物を除く物件（以下「物件」という。）の拾得を

した拾得者（当該施設占有者を除く）は，速やか

に，当該物件を当該施設占有者に交付しなければ

ならないとし，同法第 13条では，施設占有者

は，速やかに，物件を警察署長に提出しなければ

ならないとしており，民法第 240 条の規定によ

り，警察署長が物件の種類，特徴，拾得の日時及

び場所の公告をした後 3か月を経過しても物件の

所有者が判明しないときは，原則，拾得者がその

所有権を取得する。 

一方で，拾得者（当該施設占有者を除く）が施

設占有者に拾得をした物件を交付するとき，施設

占有者に物件に関する一切の権利を放棄すると申

告した場合は，遺失物法第 33条の規定により，

施設占有者は当該物件の拾得者とみなされるが，

現金取扱事務の手引（公金編）には，拾得した市

民等から拾得物が届け出られた際に，拾得物に関

する一切の権利を放棄すると申告された場合は，

神戸市が拾得者とみなされることについての記載

がない。 

また，現金取扱事務の手引（公金編）には，

「特に理由がない場合には，現金以外の遺失物に

ついては，あらかじめ所有権を取得する権利を放

棄した上で警察署長に提出する取扱いとしてくだ

さい。」とある。 

地方自治法第 96 条において議決事件とされて

いる事項については議会の議決が必要であるが，

同条第 1 項第 10 号には「法律若しくはこれに基

づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除く

ほか，権利を放棄すること」とあることから，権

利の放棄は議決事件とされている事項である。 

現金取扱事務の手引（公金編）に，拾得した市

民等から拾得物が届け出られた際に，拾得物に関

する一切の権利を放棄すると申告された場合は，

神戸市が拾得者とみなされることについて記載さ

れるとともに，拾得物に係る権利の放棄につい

て，地方自治法との整合性を図られたい。 

容を変更し，イントラネットに掲載

した。 

（行財政局行政管理課） 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

（行財政局法務支援課） 

 

(4) 情報システムセキュリティ実施手順書の整備

について 

情報システムセキュリティ実施手順書の整備に

ついては，神戸市情報セキュリティ対策基準にお

いて，情報基盤管理者（企画調整局情報化戦略部

担当課長（情報政策担当））及び業務システム管

理者（各業務システムを所管する課の長）が，ネ

ットワーク及び情報システムの開発，導入，更新

及び運用保守にあたって定めることとされてお

り，すべての情報システムで作成が必要とされて

いる。 

しかし，現地調査において確認したところ，情

報システムを所管しながら情報システムセキュリ

ティ実施手順書を作成しなければならないことを

認識していない所属や，情報システム台帳の更新

が滞っている所属があり，庁内で利用されている

情報システムの用途や管理者，情報セキュリティ

対策の実施内容等を一元的に管理するための情報

システム台帳上，「セキュリティ実施手順書の作

成」欄が「なし」のまま登録されているものが多

数ある状態となっている。 

情報化戦略部としては，新たに情報システムを

構築した際や年 1 回の情報システム台帳の棚卸の

際に情報システムセキュリティ実施手順書の作成

を指導するほか，情報システムセキュリティ実施

手順書の作成について毎年の情報セキュリティの

自主監査の監査項目に設定するなどの方策をとっ

ているということであるが，情報システムセキュ

リティ実施手順書作成の必要性の認識は各所属に

十分に広まっていない。 

情報システムセキュリティ実施手順書が作成さ

れないままの状態が続くことのないよう，各業務

システム管理者に対して作成の指示を行うととも

に，必要に応じ内部監査を重点的に実施し，神戸

市情報セキュリティ対策基準に沿った形で情報シ

 

 

デジタル戦略部では，毎年の自主

監査において，情報システムセキュ

リティ実施手順書を作成している

かどうかを監査項目に設定してい

る。この自主監査において作成して

いないと回答があった所属からは，

実施手順書を作成するとの改善方

針が示されており，順次改善がなさ

れている。 

また，改善方針を示しながら複数

年に渡って作成されていない所属

については，昨年度に実施した内部

監査の対象として選定し，直接，作

成を指導したところである。 

その他，情報システムセキュリテ

ィ実施手順書の有無について，毎年

の自主監査の結果と情報システム

台帳の記載内容が異なっている所

属が存在しており，これらの所属に

対しては，齟齬の内容を確認し，必

要に応じて情報システムセキュリ

ティ実施手順書の作成を指導して

いく。 

（企画調整局デジタル戦略部） 

 

 

措置方

針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

ステムの適正な運用を指導されたい。 

（企画調整局情報化戦略部） 

 

(5) 不正プログラム対策について 

現地調査において確認したところ，インターネ

ット接続によるデータの取り込み等があるような

システムでも，コンピュータウイルス等対策ソフ

トウェアを常駐させ，コンピュータウイルス等対

策ソフトウェア及び定義ファイルは常に最新のも

のに保つ等の不正プログラム対策がされていない

ものがあり，所属の担当者が不正プログラム対策

の必要性を認識していないケースもあった。 

不正プログラム対策については，神戸市情報セ

キュリティ対策基準では必要に応じて措置するべ

きものとしており，企画調整局情報化戦略部とし

てはその必要性の判断は，取り扱う情報の重要性

や当該システムの構築環境等を考慮して，業務シ

ステム管理者において判断されるということであ

るが，必要性を判断する前提としての情報セキュ

リティに対する理解が不十分な所属もある。不正

プログラム対策の必要性の判断が業務システム管

理者に委ねているとしても，少なくとも情報シス

テム台帳上から不正プログラム対策が必要と思わ

れるシステムについては，情報セキュリティ管理

者としてその状態が続くことのないよう対策を指

示し，不正プログラム対策を適正に行うよう各業

務システム管理者に指導することを検討された

い。        （企画調整局情報化戦略

部） 

 

 

情報システム台帳において不正

プログラム対策が実施されていな

い所属については，近々に情報シス

テム台帳の入力内容の確認を行い，

不正プログラム対策が必要なシス

テムについては対策を行うように

指導するとともに，システム上，不

正プログラム対策が行われている

システムについては，情報システム

台帳の内容が実態に合致するよう

に記載の修正を指導していく。 

（企画調整局デジタル戦略部） 

 

措置済 

(6) ソフトウェア資産の棚卸について 

令和元年度のソフトウェア資産の棚卸につい

て，棚卸を実施していない所属や報告書の作成及

び提出をしていない所属等があった。 

ソフトウェア資産管理基準によれば，棚卸の実

施について次のとおり規定されている。 

(ソフトウェア資産管理基準) 

14.3 棚卸の実施 

 

今後は報告書の未提出の所属に

ついては，督促を行っていく。 

また，棚卸作業が所属において負

担となっていることから，棚卸作業

の簡素化を検討していくとともに，

分かりやすいマニュアル等を作成

 

措置方

針 
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令和２年度 財務定期監査（監査対象：内部統制） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

情報基盤管理者は，定期的（パーソナルコンピ

ュータ等については年 1回以上，ライセンスの現

物については年 1回以上，保有ライセンス数の検

証については年 1回以上）に情報管理者等に棚卸

の実施を指示しなければならない。情報管理者等

は，情報基盤管理者の指示に従い棚卸を実施し，

情報基盤管理者に，その結果を報告しなければな

らない。情報基盤管理者は，棚卸集計結果をまと

め，情報セキュリティ統括責任者（企画調整局

長）に報告しなければならない。 

情報基盤管理者から情報セキュリティ統括責任

者への報告は，令和 2年 3 月 16 日時点の集計結

果を報告しており，その報告において未提出の所

属については提出してもらうよう督促に努めると

しているものの，報告書の提出のない所属が多い

ことなどから現状では全所属に督促することがで

きていないということである。 

情報管理者からの棚卸の結果報告が届かない所

属については，報告書の提出を督促し，棚卸の実

施を促すアプローチを行い，適正にソフトウェア

資産管理が行われるよう検討されたい。 

（企画調整局情報化戦略部） 

 

するなど，所属において実施しやす

い方法を検討していく。 

（企画調整局デジタル戦略部） 

(7) 補助金等の交付額を交付決定時の交付決定額

と同額で確定させる場合の確定手続きについて 

神戸市所管局が補助金等の交付額を交付決定時

の交付決定額と同額で確定させる場合に，交付額

の確定決議（起案文書）を特に起案せず，補助金

額の支出決定（兼支出命令）書のみを起案（確定

の旨の記載なし）していた事例があった。 

「神戸市補助金等の交付に関する規則」第 16

条では，その第 1 項で，実績報告を受けた場合に

書類審査等を行ったうえ交付決定の内容等に適合

するときは補助金等の交付額を確定し，補助事業

者等あて通知すること，第 2 項では，確定した補

助金等の交付額が交付決定時の交付決定額と同額

である場合は，前項の規定による通知を省略する

ことができることが，それぞれ規定されている。 

「神戸市補助金等の交付に関する規則の手引

き」でも上記の内容が説明されており，第 2項に

 

イントラネットの職員向け FAQに

「【FAQ-ID：34598】交付額の確定の

手続きとは，どのようにすれば良い

か」を追記し，交付額の決定として

の決裁が必要であることを記載し

た。 

あわせて，決裁の内容は，①交付

決定の内容・条件と適合すること，

②交付額を最終的に確定すること，

を決定するものと記載した。 

（行財政局業務改革課） 

 

措置済 
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指摘の概要  措 置 内 容  
措置状

況 

ついては「1 確定した補助金等の交付額が，交付

の決定における交付予定額と同額である場合は，

事務の効率化を図るため，前項の規定による通知

を省略することができます。」とされているほ

か，補助金等交付フロー①②で同趣旨（確定の作

業後，額確定通知（省略可））の内容が図示して

説明されており，これによると，第 2 項に該当す

る場合も，交付額の確定通知は省略できるものの

書類審査等に基づく「交付額の確定」の行為は必

要とされている。 

一方，神戸市イントラネットの「補助金等の交

付事務について よくある質問」においては，平

成 31年 3月 12 日に追記された「【FAQ-ID：

32715】【補助金】補助金等の額確定の決裁区分に

ついて」の「・交付決定時と同額のもの」に関し

て，「当初の意思決定内容に変更はないため，履

行完了後の支出決定として，支出担当者である課

長までの確認ができていれば構いません。」との

記載があるが，業務改革課によると，「交付額の

確定」行為である旨が明示された形で意思決定が

なされている必要があるとのことである。しか

し，同規則には確定の具体的方法の規定はなく，

専決規程や当該事例の補助金交付要綱にも,交付

決定時と同額で確定する場合の取扱いに係る特段

の規定はない。 

同規則第 16 条第 2項に該当する場合（確定し

た補助金等の交付額が，交付決定時の交付決定額

と同額である場合）における補助金等の交付額の

確定手続きとして，最低限どのような決議が必要

か，専決規程，手引きやＦＡＱ等で，明確にわか

るよう具体的に示されたい。 （行財政局業務改

革課） 

 

(8) 指定管理者が共同事業体である場合の取扱い

について 

令和 2年度財政援助団体等監査において，指定

管理者が共同事業体である場合の取扱いに関し，

 

 

現在，共同企業体の債権者登録申

請時の必要書類として①債権者登

 

 

措置方

針 
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指摘の概要  措 置 内 容  
措置状
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次のような事例があった。 

ア 共同事業体である指定管理者の共同事業体協

定書を作成していない事例 

指定管理者が共同事業体である場合，共同事

業体の構成員（企業・団体等）間の責任分担等

の確認のため作成することとしている共同事業

体協定書を作成していない事例があった。 

イ 共同事業体である指定管理者の口座名義が共

同事業体の名義となっていない事例 

指定管理者が共同事業体である場合に，共同

事業体の代表者である法人等が自らの法人等の

名義の口座を指定管理業務の管理口座として，

指定管理料等の振込先口座，使用料収入や使用

料返還事務に係る資金及び修繕費を管理する口

座として使用していた事例が多数あった。 

ウ 共同事業体である指定管理者が発行する許可

証等が共同事業体名義となっていない事例 

指定管理者が共同事業体である場合に，指定

管理者が行った許可の許可証等について，指定

管理者名でなく，共同事業体の代表者である法

人等の名義，若しくは指定管理施設長名とし

て，許可書等を発行していた事例があった。 

 

指定管理者が共同事業体である場合の取扱いに

ついては，令和元年度の財務定期監査でも意見を

提出したが，制度担当局では，「内部統制の推進

に関するプロジェクトチーム」において検討して

いくとしている。 

なお，指定管理者制度に関しては，「公の施設

の指定管理者制度運用マニュアル」が作成・公開

されているほか，行財政局業務改革課は「指定管

理者制度導入施設における，指定管理者の管理運

営に対する評価の実施について（依頼）」（令和 2

年 5月 26 日行業第 207 号）で，指定管理者制度

導入施設を所管する各局室区総務担当課長あて指

定管理者導入施設の管理運営チェックリスト等の

チェックリストを作成し，自己点検するよう依頼

録申請書②口座確認書③共同企業

体の協定書の提出を求めている。 

①に関しては，協定書と債権者名

が共同企業体名と一致しているか，

代表者名が共同企業体代表である

かを確認し，②に関しては，共同企

業体名義の口座であるか，また異な

る場合は協定書に記載された代表

者の権限（経費の受領）と一致する

かを確認しているところである。 

ご指摘の指定管理者たる共同企

業体に対し，共同企業体名義口座の

債権者登録を勧奨することについ

ては，現行でも（指定管理施設）所

管課から事前に問合せを受けた際

には，登録を積極的に打診している

ところである。今後とも（指定管理

施設）所管部局に対し，さらに広く

周知を図ってまいりたい。 

また，チェックリストの追加につ

いては，令和３年度から実施を行う

ことも含め，検討していきたい。 

債権登録については，内部の事務

負担の軽減のみに照準を当てれば

意義がある一方で，事業者負担の増

が懸念されることから，「内部事務

の簡素化」と「事業者の負担」の両

面を勘案したうえで，実施の有無に

ついて検討していきたい。 

 (会計室会計課,行財政局業務改

革課) 
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措置状
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しているが，上記ア～ウの内容など，指定管理者

が共同事業体である場合の取扱いについては当該

チェックリストに掲載されていない。 

また，指定管理者が共同事業体である場合に，

指定管理料等の振込先口座を共同事業体名義の口

座とすることを徹底するには当該口座を債権者登

録することも有効と考えられる。 

会計室では，共同事業体名義の口座を債権者登

録することは可能とし，登録事例もあるとのこと

であるが，年に 3 回以上の同一口座への振込が想

定されるうえ，これをチェックすることで共同事

業体口座を設けることを徹底でき，神戸市所管局

の支出事務や会計審査事務の軽減につながるメリ

ットもあると考えられる。 

業務改革課は，プロジェクトチームでの検討の

ほか，所管局が自己点検できるよう指定管理者導

入施設の管理運営チェックリストに指定管理者が

共同事業体である場合の取扱いも加えられたい。 

また，口座内の金員の帰属にリスクが生じない

よう，今後，指定管理者である共同事業体名義の

口座を債権者登録することを，会計室とともに積

極的に呼び掛けられたい。 

（行財政局業務改革課，法務支援課， 

会計室会計課） 

 

(9) 指定管理施設における備品管理等について 

財政援助団体等監査において，指定管理施設の

備品管理に関し，次のような事例が毎年のように

発見されている。 

ア 備品を買替えた場合に備品管理簿（備品台

帳）上の異動を記載していなかった事例 

備品管理簿（備品台帳）を確認したところ，

前年度中に登録された備品はなかったが，備品

に該当すると思われる物品の購入事例（買替え

に伴う備品管理簿（備品台帳）の異動の記載が

なかった事例等）があった。 

イ 不用備品を処分せずに保管していた事例 

 

神戸市の備品の物品管理者につ

いては，神戸市物品会計規則第 5 条

第 2 項別表第 1で規定している。よ

って，指定管理施設にある市の備品

の物品管理者は，市所管課の課長ま

たは担当課長である。 

また，指定管理施設の備品にかか

る指定管理者の役割については，神

戸市物品会計規則で直接定めるべ

き内容ではなく，「公の施設の指定

管理者制度運用マニュアル」等，指

 

措置方

針 
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現在の指定管理者が管理を引き継いだ備品

が，長期の使用により使用できない状態になっ

ているにもかかわらず，手続きの確認ができず

不用処分（廃棄）していなかった事例があっ

た。 

ウ 備品の所有権の帰属を分けて管理していなか

った事例 

現在の指定管理者が管理を引き継いだ備品の

なかに，所有権の帰属が明らかでない備品があ

り，指定期間中に購入した備品についても所有

権の帰属に関係なく，同じ備品管理簿（備品台

帳）で管理していた事例があった。 

なお，現在の所有権の帰属が明らかでない備

品については，棚卸を行う等の整理をしたうえ

で指定管理者に管理させるべきと考えられる

が，元々備品管理簿（備品台帳）の整備が十分

でない場合も多く，指定管理者は，対応に苦慮

し，備品管理簿（備品台帳）の整備が進まない

ままの事例も多いと考えられる。 

エ 備品に備品番号票等の明示がされていなかっ

た事例 

指定管理施設で神戸市に帰属する備品につ

いて，備品管理簿（備品台帳）には記載してい

たが備品番号票等で明示しておらず，帳簿との

対照が困難で，備品の特定が行いづらい状況と

いう事例があった。 

オ 協定上，指定管理施設の備品は指定管理者に

「貸与」するとしていた事例 
神戸市所管局で作成する指定管理者応募要

領や協定書に「指定期間中，指定管理施設の備

品は指定管理者に貸与する」旨記載していたた

め，指定管理者が備品の管理を行うことを認識

していなかったり，神戸市所管局においても備

品管理簿（備品台帳）等の管理をしていなかっ

たりといった事例があった。 
 

「公の施設の指定管理者制度運用マニュアル」

定管理者制度に関する諸規定の中

で，定めるべきものであると考え

る。 

一方，指定管理者制度の運用によ

り指定管理施設の物品を適正に管

理していくためには，施設所管課が

会計規則を遵守の上，物品管理を行

うよう働きかけることが重要であ

ると考えている 

指定管理者についても適切に神

戸市の物品を取扱うよう通知文の

発出・マニュアルの改訂等につい

て，検討していきたい。 

(会計室会計課,行財政局業務改

革課) 
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では，「8.4.21 備品の取り扱いに関する記載」

のなかで，「備品については，指定期間当初から

存在した備品（（神戸）市又は旧指定管理者から

引き継いだもの）と，指定期間中に購入等を行っ

た備品を区分して管理し，後者については，市の

負担で購入等を行ったものと，指定管理者の負担

において購入等を行ったものを明確に区別して管

理させることとします。その上で，当初から存在

した備品及び市の負担で購入等を行ったものにつ

いては，神戸市物品会計規則等に基づいて管理す

ること，また，確実に次期指定管理者に引き継ぐ

ことを記載してください。指定管理者の負担にお

いて購入等を行ったものについては，市と指定管

理者のいずれの帰属とするかを予め決定し，応募

要領に記載してください。」として，指定管理施

設における備品（神戸市の所有に属するもの等）

を神戸市物品会計規則等に基づき管理することを

求めている。 

また，神戸市物品会計規則第 8条第 1 項では

「物品管理者は，物品の受領又は交付の都度，物

品管理員をして物品管理簿に記載させなければな

らない。この場合において，備品の受領又は交付

について物品管理簿に記載させるとき（中略）

は，物品管理者は，備品取得等決議書により決裁

を行うものとする。」と，第 10条第 1 項では「物

品管理者は，その使用中の備品に備品番号票を付

けて整理しなければならない。ただし，備品番号

票を付けることができないとき，又は付けること

が不適当なときは，備品番号票に準じて焼印，刻

印，ペイント等により明示し，帳票との対照に便

利なようにしなければならない。」と定めている

ほか，第 13 条，第 15 条の規定により，物品管理

者は，不用の決定，不用決定した物品のうち保管

転換できないものについて，支払手段として使用

することや売り払うことができない等のものは廃

棄することができる旨定められている。 

しかし，指定管理施設にある神戸市の備品の物
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品管理者が誰か，当該備品に係る物品管理簿及び

借用物品管理簿は誰が作成し，管理するのか，ま

た，上記オの事例における「貸与」の取扱いな

ど，指定管理施設の備品に関して，神戸市物品会

計規則における指定管理者の役割，所管課が指導

するべき内容について，明確に説明されたマニュ

アル等はない。 

 制度所管局は，指定管理施設における神戸市の

備品の物品管理者，指定管理者の役割を明確に

し，事務を標準化するため，「公の施設の指定管

理者制度運用マニュアル」等で，神戸市物品会計

規則における指定管理者の役割や同規則の適用事

例について具体的に記載することを検討された

い。 

（行財政局業務改革課，会計室会計課） 
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